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平成３１年第１回 

美唄市議会定例会会議録 

平成３１年３月１１日（月曜日） 

午前１０時００分 開議 

 

◎議事日程 

 第１ 会議録署名議員の指名 

 第２ 一般質問 

 

◎出席議員（１３名） 

  議 長  小 関 勝 教 君 

  副議長  土 井 敏 興 君 

   １番  丸 山 文 靖 君 

   ２番  吉 岡 建二郎 君 

３番  松 山 教 宗 君 

４番  川 上 美 樹 君 

５番  楠   徹 也 君 

   ７番  本 郷 幸 治 君 

   ８番  吉 岡 文 子 君 

９番  山 崎 一 広 君 

10番  桜 井 龍 雄 君 

   11番  谷 村 知 重 君 

   13番  金 子 義 彦 君 

 

◎出席説明員 

市     長  髙 橋 幹 夫 君 

副  市  長  藤 井 英 昭 君 

総 務 部 長  中 平 匡 司 君 

 市 民 部 長  松 田 公 史 君 

保健福祉部長兼福祉事務所長  平 泉 宮 子 君 

 経 済 部 長  市 川 厚 記 君 

 都市整備部長  西 尾   正 君 

 市立美唄病院事務局長  小 橋 一 夫 君 

 消  防  長  相 馬 一 司 君 

 総務部総務課長  村 上 孝 徳 君 

 総務部総務課長補佐  置 田 孝 浩 君 

 

 教育委員会教育長  星 野 恒 徳 君 

 教育委員会教育部長  森 川   治 君 

 

 選挙管理委員会委員長  高 田   豊 君 

 選挙管理委員会事務局長 （村 上 孝 徳 君） 

 

 農業委員会会長  今 田 邦 彦 君 

 農業委員会事務局長  佐々木   武 君 

 

 監 査 委 員  後 藤 樹 人 君 

監査事務局長  永 森 峰 生 君 

 

◎事務局職員出席者 

 事 務 局 長  三 上   忠 君 

 次     長  門 田 昌 之 君 

 

午前１０時００分 開議 

●議長小関勝教君 これより、本日の会議を

開きます。 

 

●議長小関勝教君 日程の第１、会議録署名

議員を指名いたします。 

13番 金子義彦議員、 

１番 丸山文靖議員 

を指名いたします。 

 

●議長小関勝教君 次に日程の第２、一般質

問に入ります。 

発言通告により、順次発言を許します。 

４番、川上美樹議員。 

●４番川上美樹議員（登壇） 平成31年第１
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回市議会定例会におきまして、大綱２点につ

いて市長並びに教育長にお伺いいたします。 

まずは大綱の１点目は、都市計画行政につ

いてです。 

平成28年度から２カ年において、今後本市

に必要な都市機能と公共交通を集約させ、地

域の活性化と生活利便性の向上及び経営コス

トの効率化を図りながら、少ない人口であっ

ても市民生活の満足度を高める、美唄市コン

パクトシティ構想を策定しました。この計画

を平成26年に新たに国で制度化された立地適

正化計画へ移行・策定することにより、居住

機能や都市機能の誘導のほか、これまで都市

計画に位置づけられなかった医療、福祉、介

護、文化などの公共施設の集約化を明確にす

るなど、本市が今後も持続可能な都市である

よう、そのまちづくりの策定が行われている

ところと思います。 

そこで質問ですが、本市の現況等を踏まえ

た主要施策の今後のスケジュールについて、

どのように進めていくのか、市長のお考えを

伺います。 

大綱の２点目は、教育行政についてです。 

まず１つ目として、小学校コンピュータ教

育事業についてであります。新学習指導要領

においては、情報活用能力が学習の基盤とな

る資質・能力と位置づけられ、各学校におい

てコンピュータや情報通信ネットワークなど

の情報手段を活用するために必要な環境を整

え、これらを適切に活用した学習活動の充実

を図ることが明記されるとともに、小学校に

おいては、プログラミング教育が必修化され

るなど、今後の学習活動において積極的にＩ

ＣＴを活用することが想定されています。こ

のため、文部科学省では教育のＩＣＴ化に向

けた環境整備５カ年計画を策定しました。 

本市におきましても、新年度予算の中で、

次代を担う人づくりとして、小学校コンピュ

ータ教育事業の整備が行われるところであり

ます。 

そこで、１点目ですが、これらのＩＣＴ環

境についてどのような整備の仕方を考えてい

るのか。 

２点目として、どのような成果を目標とし

た活用方法を考えているのか、教育長にお伺

いをいたします。 

２つ目ですが、新学習指導要領における英

語指導についてです。文科省が行った全国小

学校校長会及び中学校長会へのアンケートで

は、小学校は中学校に比べ、「ＡＬＴいわゆる

英語指導教員の数が足りない」と答えている

校長が多く、小学校５・６年の英語授業は、

2018年度から2020年度で年間35時間から70時

間へと倍増となります。 

そこで質問ですが、本市における小中学校

のＡＬＴの配置についてはどのようになって

いるのか、その現状について教育長にお伺い

いたします。 

３つ目ですが、小中一貫教育についてです。

義務教育９年間を見通した計画的・継続的な

学力・学習意欲の向上や、いわゆる中１ギャ

ップへの対応といった観点から、地域の実情

に応じた小中一貫教育の取り組みが全国的に

進められています。ただ、デメリットとして、

小学校高学年でリーダーシップや自主性が養

われなくなる、人間関係が固定化しやすくな

るなどが挙げられています。 

そこで質問ですが、学校の統廃合も行われ
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ている中、本市における小中一貫教育の取り

組みについては、具体的にどのようなことが

考えられているのか、教育長にお伺いをいた

します。 

●議長小関勝教君 市長。 

●市長髙橋幹夫君（登壇） 川上議員の質問

にお答えをいたします。 

初めに、都市計画行政についてであります

が、立地適正化計画について、本市の現状な

どを踏まえた主要施策につきましては、本計

画を策定するに当たり、実施いたしました現

状などの調査結果では、今後さらなる人口減

少や少子高齢化の進行が予想され、また市内

の各地域に人口が拡散しているため、まとま

りのある市街地が形成されているとは言えな

い現状であり、特に産業人口と商業販売額の

減少に伴い、商業地の地価が大きく下落して

いる結果となっているところであります。 

このことから、これからのまちづくりを進

めていくためには、市街地の中心部において

公共施設の集約化を図るなど、まちの求心力

を高める施策が必要であると考えているとこ

ろであります。 

次に、今後のスケジュールにつきましては、

本市の主要な公共施設の集約化を基本に、22

年間の計画実施期間の前半の10年間で保健福

祉総合施設を併設した市立美唄病院の建替え

を進めるとともに、旧美唄工業高校跡地には、

市内各地に点在している老朽化した公営住宅

の集約を進めてまいりたいと考えているとこ

ろであります。 

また、計画実施期間の後半につきましては、

現在の市役所敷地に市役所、市民会館、図書

館などを集約・複合化した施設の整備を進め

てまいりたいと考えているところであります。 

●議長小関勝教君 教育長。 

●教育長星野恒徳君（登壇） 川上議員の質

問にお答えいたします。 

初めに、小学校でのＩＣＴ環境の整備につ

いてでありますが、現在、小学校では実物投

影機等を使い、教師の教科書等をテレビに映

し出すなど、児童が興味を持って学習に取り

組む工夫を行っております。平成31年度には

これまでの実物投影機に加え、すべての市内

小学校にiPadと電子黒板を配置するとともに、

各教科のうち、各学校で希望する教科にデジ

タル教科書を導入するなど、2020年度に実施

される新学習指導要領を見据えた整備を行う

こととしております。 

具体的には、iPadについては、児童用とし

て147台、教師用として55台、合計202台を設

置するとともに、iPadを充電する保管カート

として児童用６台を配置することとしており

ます。 

児童用iPadについては、各学校の全学年の

中で児童数が最も多い学年の児童数分を配置

し、この配置したiPadを年間の教科時数とし

て組み込まれている教育カリキュラムの中で、

全学年の児童が共有して活用することとして

おります。 

また、教師、児童がiPadで調べものができ

るよう、各教室に無線ＬＡＮを整備するとと

もに、グループで話し合った内容をiPadにま

とめたものや、デジタル教科書等を投影する

ため電子黒板を22台設置し、新学習指導要領

に示される主体的、対話的で深い学びを実現

するツールとして計画的にＩＣＴ機器を整備

し、効果的に授業改善に取り組んでまいりた
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いと考えております。 

次に、ＩＣＴ機器の効果的な活用について

でございますが、新たな学習指導要領では、

ＩＣＴ機器の活用に当たって、教師は機器の

操作に習熟するだけではなく、それぞれの機

器の特性を理解し指導の効果を高める方法を

たえず研究し、ＩＣＴを有効的・効果的に活

用することが求められております。 

このため、本市におきましては、昨年度よ

り市内各学校の校長、教頭、教員で構成され

るＩＣＴ検討委員会において、活用策の検討

を重ねております。この中で出された具体例

といたしましては、鉄棒、跳び箱、マット運

動の体育の授業においては、iPadで友達に自

分の様子を動画撮影してもらい、その画像を

分析し、運動能力を高めていくこと、理科の

授業では、iPadで撮影した動植物等の動画や

静止画を教室の電子黒板に映し出し発表し合

うことなど、児童が興味を持ちながら集中し

て授業に取り組むことができるような活用策

を教科ごとに研さんしているところでござい

ます。 

さらに、今年度はＩＣＴ検討委員会の委員

を中心に、ＩＣＴ機器活用の先進校を視察し、

タブレットを使っての計算練習や電子黒板と

デジタル教科書を使った社会科の授業、タブ

レットを使った体育の授業等を参観し、実際

に授業で活用する場合のポイントを研修した

ところでございます。 

インターネットが急速に普及し、情報が簡

単、瞬時に入手できる時代において、義務教

育の早い段階から、ＩＣＴ教育を推進するこ

とは、新学習指導要領に示される情報活用能

力の育成につながるとともに、教科の学習目

標を達成することにも大きく貢献することが

期待されることから、教育委員会といたしま

しては、今後とも各学校が常にＩＣＴによる

授業改善を図りながら、社会の変化に対応し

た教育活動を実践していくよう指導してまい

りたいと考えております。 

次に、小中学校におけるＡＬＴの配置につ

いてでございますが、５・６年生の外国語活

動には現行の学習指導要領に従い、週１単位

時間、担任の教師とともに授業を行っている

ところでございますが、2020年度より実施さ

れる小学校新学習指導要領では、これまで英

語の授業を行っていなかった３・４年生の外

国語活動は、週１単位時間、年間35単位時間

となり、これまで外国語活動を年間35単位時

間行ってきた５・６年生は英語科として週２

単位時間、年間70単位時間を簡単な日常会話

ができるまでの英語の授業を行うことになっ

ているところでございます。 

このため、現在の３・４年生については、

2020年度、急に英語を学ぶような状況になら

ないよう、移行措置として、今年度から年間

15単位時間、総合的な学習の時間を割いて外

国語活動の授業を行っているところでござい

ますが、その際、ＡＬＴについては、２週に

１単位時間の割合で配置しているところでご

ざいます。また、中学校におけるＡＬＴ配置

につきましては、平成31年度も２名体制とし、

各学級に週２単位時間の授業を考えていると

ころでございます。 

次に、小中一貫教育についてでございます

が、小中一貫教育は、学校教育法の改正に伴

い、平成28年度に制度化され、小学校と中学

校の９年間を前期課程と後期課程に分けた体
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系的・継続的な教育システムでございます。

設置形態では前期課程となる小学校段階と後

期課程となる中学校段階が同じ校舎にある

「施設一体型校」と、前期課程と後期課程の

校舎が別の場所にある「施設分離型校」に分

類されるところであり、空知管内においては

沼田町が平成25年度から幼稚園、小学校、中

学校の10年間を見通した一貫・連携教育に取

り組んでいるところでございます。 

小中一貫教育では、既存の小学校や中学校

の枠にとらわれず、９年間で系統的・継続的

な教育カリキュラムが編成されることにより、

９年間という６・３制の義務教育では難しか

った長期的な教育が可能になるとともに、

６・３制とは異なる学年区分の導入による児

童生徒の発達段階に応じた指導、異学年間で

の生徒交流、教員間の緊密な情報交換や連携

の充実、指導方法の共有化により児童生徒へ

の理解が深まり、発達段階に応じたきめ細か

な指導が可能となり、児童生徒の一層の学力

向上や子どものつまずきの大きな原因の一つ

である「中１ギャップ」の解消が期待される

一方、入学から卒業まで児童生徒の人間関係

が固定化・リセットできないなどの課題があ

るところでございます。 

文科省の調査では、平成29年度段階では義

務教育学校が国立２校を含め48校、併設型一

貫校は253校となっており、この取り組みを進

めているほぼすべての市区町村において、成

果が認められているところでございます。 

現在、本市におきましては、学校統廃合を

進めていく中で、よりよい教育環境の整備に

努めているところでございますが、私といた

しましては、学校統廃合の最終段階で残った

学校に対し、安易に小中一貫教育を取り入れ

るのではなく、今後の児童生徒数の推移等を

考慮するとともに、児童生徒一人ひとりの個

性や能力を伸長し、生きる力をはぐくむこと

が大切であると考えており、今後どのような

段階での一貫校の取り組みが効果的なのか、

保護者や地域の方々の意見を聞きながら、慎

重に検討してまいりたいと考えています。 

●議長小関勝教君 ４番、川上美樹議員。 

●４番川上美樹議員 自席から再度質問をい

たします。 

大綱１点目の都市計画行政ですが、ただい

ま市長から、本市の主要な公共施設の整備方

針については示されたものの、立地適正化計

画の中では、これらの公共施設の複合化や集

約化のほかにも、歩いて暮らせるまちづくり

を実現するために、医療施設や行政施設など

の各種の都市機能を徒歩・自転車で回遊でき

るような、ゆとりと潤いづくりや市民交流の

充実化を図る取り組みを進めるとしています。 

これらの取り組みについては、何をどのよ

うなスケジュールで取り組んでいくのかを市

長に伺います。 

大綱の２点目の教育行政について再度伺い

ます。 

１つ目は、ＩＣＴの活用方法についてです

が、小学校の2018年の学力テストの結果は、

全国・全道平均を大きく下回る結果となりま

したが、タブレット端末等の導入で、これら

の課題を克服し、結果を出すべきと考えます

が、このことについてはどのように考えてい

るのか伺います。 

また、新学習指導要領における英語指導に

ついてですが、現状についてはわかりました
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が、2020年度の新学習指導要領の本格実施が

された場合、英語指導教諭の人数は不足しな

いのでしょうか。 

３つ目の小中一貫教育についてですが、そ

の考え方や取り組みについては理解しました

が、小中高までの一貫教育についても検討す

べき時期に来ているのではないかと思います

が、このことについてはどのようにお考えか、

教育長にお伺いをいたします。 

●議長小関勝教君 市長。 

●市長髙橋幹夫君 川上議員の質問にお答え

いたします。 

初めに、徒歩や自転車で回遊できるような、

「ゆとりと潤いづくり」に向けた取り組みに

ついてでございますけれども、市立美唄病院

と、旧美唄工業高校跡地を結ぶ市道に歩道を

設置するとともに、道路の段差解消などに向

けた取り組みを進めてまいりたいと考えてご

ざいます。 

また、市民交流の充実化を図るため、市街

地中心部におきまして、既存の公園に休息施

設を設置するなど、ポケットパーク化の取り

組みを進めてまいりたいと考えているところ

でもございます。 

これらの取り組みにつきましては、市立美

唄病院の建替えと一体的に進められるよう、

現在、北海道と協議をしているところでござ

います。 

●議長小関勝教君 教育長。 

●教育長星野恒徳君 川上議員の質問にお答

えいたします。 

ＩＣＴ機器を活用した学力向上についてで

ございますが、文部科学省がＩＣＴ教育を実

践している先進校に行ったアンケート調査で

は、「児童生徒が楽しく学習することができ

た」「タブレットやコンピュータを使った授業

がわかりやすい」と、約８割の児童生徒が授

業について肯定的な評価をしております。 

また、教師はＩＣＴを活用した授業が、児

童生徒の意欲を高めること、思考や理解を高

めること、思考を深めたり広げたりすること

ができること、表現や技能を高めることに効

果的であると、約８割以上の教師が評価して

おり、さらに、電子黒板、タブレット端末に

つきましては、95％以上の教師が使いやすい

と評価しており、特に小学校におきましては、

約８割がほぼ毎日使用しているという結果が

出ているところでございます。 

このことから、教育委員会といたしまして

は、ＩＣＴ活用に当たっては、どのような場

面で、どのような機器を、どのように活用す

れば、児童の思考と理解が深まるか等、常に

教師がＩＣＴを意識した授業改善に努め、学

力向上につなげるよう、各学校に指導してま

いりたいと考えております。 

次に、新学習指導要領の本格実施に伴うＡ

ＬＴの人数不足についてでございますが、移

行期間となる来年度につきましては、今年度

同様、５・６年生の学級に週１単位時間、３・

４年生の学級に２週に１単位時間の割合で配

置しますが、2020年度の新学習指導要領の実

施の際には、５・６年生の学級に週２単位時

間、３・４年生の学級に週１単位時間を配置

いたします。 

また、中学校の英語につきましても、すべ

ての時間に配置する計画でございますが、Ａ

ＬＴの学校間の移動時間等を考慮しますと、

現在のＡＬＴ２名体制では、年間必要時数に
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対して770単位時間の不足が生じるものと考

えております。 

このため、教育委員会といたしましては、

2020年度の新学習指導要領の本格実施の際に

は、ＡＬＴを３名体制で実施できるよう関係

部局と協議してまいりたいと考えております。 

次に、小中高一貫教育・小中高一貫校につ

いてでございますが、東京都教育委員会がグ

ローバル人材の育成を図ることを目的として、

2022年度に、都立の中高一貫校に新たに小学

校段階の６年を加え、12年一貫の教育を公立

学校の新たな教育モデルとして行うこととし

ておりますが、小中高一貫教育・一貫校は制

度化された取り組みでないことから、全国的

にはこの取り組みは、私立学校を中心に多く

進められているところでございます。 

ただし、この12年一貫教育はいくつかのメ

リットが期待される一方、人間関係の固定化、

学力差の拡大、中だるみ等が生じることも指

摘されており、教育委員会といたしましては、

どのように早期から目的意識を持たせ、それ

を伸ばす教育ができるのか、また進路変更の

対応などを含め、東京都の対応などを参考に、

調査研究してまいりたいと考えています。 

●議長小関勝教君 次に移ります。 

８番、吉岡文子議員。 

●８番吉岡文子議員（登壇） 2019年第１回

定例会にあたり、大綱２点について市長及び

教育長に質問をいたします。 

質問に入ります前に、本日３月11日で東日

本大震災から８年が経過しました。改めて犠

牲となられた方々に追悼の意を表すとともに、

いまだに避難所生活、また仮設などで生活さ

れている皆さんをはじめ、関係者の皆様にお

見舞いを申し上げたいと思っております。 

大綱の１点目は、市政執行方針についての

質問です。 

髙橋市長は市政執行方針で、行財政改革に

ついて、重点施策への選択と集中を図りなが

ら、スリムで持続可能な自治体運営に向けて

取り組むほか、多種多様な行政サービスを提

供し市民満足度を高める施策や事業展開をす

るとありますが、具体的にどのようなサービ

スや施策、事業の展開を考えているのかお伺

いをいたします。 

また、行財政運営において市民サービスの

一層の向上を図るため、民間事業者へ事務の

一部を委託する包括アウトソーシングの導入

を検討するなど、効率的かつ効果的な体制の

構築を目指すとありますが、具体的に事務の

どの部分を委託しようとしているのかについ

てお伺いをいたします。 

市政執行方針の２点目は、子育て支援につ

いてお伺いをいたします。 

執行方針の中で、次年度小学生までの医療

費の無償化とありますが、１つには無償化の

基本的考え方についてお伺いをいたします。 

また以前、国から窓口負担なしの直接支援

ではなくて、一たん支払いを済ませて、領収

書を提出して支払い分が戻される償還払い方

式がとられていたことがありましたが、現在

どのようになっているのかについてお伺いを

いたします。 

また、子ども医療費無償化の道内・空知管

内での状況についてどのようになっているの

か、お伺いをいたします。 

執行方針の中では、子育て支援のニーズ調

査を平成30年に取り組んだとありますが、私
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は以前の質問で、本市の子どもの貧困状況に

ついて調査する必要性を訴え、ニーズ調査の

際に、北海道や札幌市の調査を参考にしなが

ら取り組んでいくとなっていたはずですが、

この点についてはどのようになっているのか

お伺いをいたします。 

市政執行方針の３点目は、ごみ処理につい

てです。 

ごみの減量化と言及されておりますが、新

たに回収するごみの種類が増えるということ

なのか、現在より一層の減量をする意義など

についてお伺いいたします。 

大綱の２点目は、教育行政執行方針につい

て教育長に質問いたします。 

その１つは、まず学校給食について質問い

たします。私は消費税増税の際にこの点につ

いて質問していましたが、その際には、給食

費の引き上げをせずに、現行のまま現場のさ

まざまな知恵と工夫を駆使していくとのご答

弁だったと記憶しています。 

しかし、その後、本年秋に予定されている

消費増税で食材や調味料が既に値上げがされ

ているものも多く見受けられます。 

改めて本市の給食費の現状と今後の考え方

についてお伺いいたします。 

学校給食の２点目は、学校給食実施基準に

ついてお伺いをいたします。報道によれば、

昨年、仙台市において学校給食実施基準が満

たされていないとの報道がありました。市民

の方からの問い合わせもあります。 

改めて本市の学校給食実施基準については、

どうなっているのかお伺いをいたします。 

教育行政執行方針の２点目の質問は、防煙

教育についてです。 

これらは教育行政執行方針の５点目、健や

かな体の育成というところにありますが、防

煙という文字ですが、普通は防ぐ炎ですけれ

ども、これは防ぐ煙となっています。私とし

ては、初めて見るような言葉ですけれども、

改めて、どのような教育を行っているのかに

ついてお伺いをいたします。 

教育行政執行方針の３点目は、就学援助に

ついてお伺いをいたします。 

日本共産党議員団は、以前から就学援助が

国の制度として、保護者の経済状態で児童生

徒の教育環境が低下することはあってはなら

ないという立場で、就学援助の充実について

質問を重ねてきました。 

残念ながら、小泉内閣の三位一体の改革で

地方交付税が大きく削減され、本市の就学援

助の基準が引き上げられて、厳しい環境のも

と、子育てする世帯の切り捨てが行われまし

た。 

そのような中でも修学旅行費の前倒しや入

学準備金の前倒しを実現してきました。 

一方で、国においては追加３項目として、

クラブ活動費、生徒会費、ＰＴＡ会費を就学

援助に含めました。これらについては、近隣

自治体での支給が進んでいると認識しており

ますが、改めて、実施済みの自治体の状況の

把握はどうなっているのか、本市での追加３

項目の支給はどのような段階になっているの

かについてお伺いをいたします。 

教育行政執行方針の４点目は、図書館につ

いてお伺いをいたします。 

指定管理制度となって約１年が経過しよう

としています。私は図書館通いを続けており、

美唄に住み始めて以来、37年間通い続けてお
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ります。リクエストすれば、美唄図書館には

ない書籍を道立図書館や近隣の図書館からで

も借りることができていたはずですが、この

たびの教育行政執行方針の中に、子どもの読

書活動について、「道立図書館との連携などに

より」の文言があり、一体どのようなことを

指すのか疑問に思っております。この点につ

いて教育長にお伺いをいたします。 

また、蔵書の充実を図ること、指定管理者

の創意工夫による宅配サービスやインターネ

ット予約などとありますが、これらについて

の詳細についてお伺いをいたします。 

教育行政執行方針の５点目は、学校図書室

についてです。 

教育行政執行方針の３点目として、小中学

校の適正配置という項目にありますが、かな

りのスピードで市内の学校が統合されている

ことは間違いありません。 

そこで伺いたいのは、統合後の学校図書室

のあり方です。統合先の学校に吸収されるこ

とになるとは考えられますが、改めて教育長

のお考えをお伺いします。 

また、統合が落ちつけば、小学校２校、中

学校２校となることは明白ですが、そこで、

学校図書のデータベース化についてはどのよ

うにお考えなのか、お伺いをいたします。 

●議長小関勝教君 市長。 

●市長髙橋幹夫君（登壇） 吉岡議員のご質

問にお答えいたします。 

初めに、市政執行方針について、行財政改

革についてでありますが、市民満足度を高め

る施策や事業の具体的な事業展開につきまし

ては、主なものを申し上げますと、公共交通

の施策では、本年４月から市民バスの一部路

線変更を行い、市民の皆様の利便性を高め、

安心して暮らせるまちづくりに取り組んでま

いります。 

子育て支援の施策では、不妊治療費の一部

を助成し、継続するとともに、新たに医療費

の無償化を小学生まで拡充し、子育て環境の

充実を図ってまいります。 

また、認定こども園に冷房設備を設置する

とともに、進徳保育所の園舎床などの改修を

行い、保育環境の充実を図ってまいります。 

都市基盤整備の施策では、市道の中央団地

線の改良舗装や、拓北・峰樺西７号線の舗装

整備のほか、新たに東雲線の整備に取り組ん

でまいります。 

また、道路・歩道の除排雪を行い、安全・

安心な冬の暮らしの確保に努めてまいります。 

景観・緑づくりの施策では、ゆたか公園や

旭公園の老朽化した遊具の更新を行い、利用

者の安全と快適な空間づくりに取り組んでま

いります。 

保健の施策では、がんの早期発見、早期治

療につながる各種がん検診の周知・啓発及び

感染症予防のための各種予防接種を実施し、

疾病予防に努めてまいります。 

高齢者福祉の施策では、貯筋体操などの介

護予防事業をはじめ、認知症カフェや認知症

サポーター養成講座などの認知症施策を継続

するとともに、地域の支えあい体制を強化す

るための地域懇談会の継続と生活便利帳を利

便性の高いものに更新し、高齢者が住みなれ

た地域で安心して暮らせる取り組みを行って

まいります。 

これらの事業を有効かつ効果的に展開し、

市民の皆様の満足度の高いまちづくりに取り
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組んでまいります。 

次に、民間事業者への包括アウトソーシン

グにつきましては、これまで、全庁的な体制

で多様化する社会や価値観の変化によるさま

ざまな行政ニーズに迅速かつ的確に対応し、

行財政運営の効率化に向けた方策を検討する

ため、私を本部長とした美唄市行財政改革推

進本部において、業務の委託化に関し、検証

を行いながら、指定管理者制度の導入をはじ

め、広報紙メロディーの作成や、浄水場の管

理運営など、さまざまな業務の委託化を進め

ているところであります。 

今後におきましても、持続可能な行財政運

営を確立していくためには、行財政改革の取

り組みを加速させていくことが重要であると

考えていることから、これまで取り組んでお

りました業務の委託化のほか、新たな取り組

み項目として、庁舎窓口業務や事務支援業務、

施設維持管理業務など、実施可能な業務の一

部を民間業者へ包括的に委託する「包括アウ

トソーシング」の導入について、市民のサー

ビスの低下を招くことのないよう、慎重に調

査検討を行ってまいりたいと考えているとこ

ろであります。 

次に、子育て支援について、医療費の無償

化についてでありますが、本市では、平成26

年４月から、北海道の医療費助成制度を拡大

する形で、所得制限を設けず、全ての未就学

児の医療費にかかる自己負担の全額助成を行

っているところであります。 

また、これまで市議会でもさらなる拡大に

ついて議論があったところでありますが、制

度の拡充につきましては、子育て支援の充実

や移住・定住政策の促進にもつながる大変重

要な施策と考えて、このたび、さらなる子育

て世代の支援策として、小学校６年生までの

医療費の自己負担を全額助成するもので、平

成31年度予算では扶助費が７カ月分で911万

8,000円を計上し、平成32年度は12カ月分で

1,800万円を見込んでいるところであります。 

また道内の医療機関に受診した場合の支払

いにつきましては、北海道医療給付事業に基

づき、道内の市町村長から委託を受けた北海

道知事と北海道医師会などとの間で協定を結

んでいることから、医療機関の窓口払いはな

いところであります。 

次に、道内市町村の助成内容の拡大につき

ましては、小学生までが約２割、高校生まで

が約４割を占めている状況にあるほか、空知

管内の市におきましては、現在、道基準のみ

の助成を行っている市が１市、本市と同じ未

就学児までの助成を行っている市が２市、中

学生までの助成を行っている市が４市、18歳

の年度末まで助成を行っている市が２市とな

っているところであります。 

また、突出した拡大内容となっております

事例といたしましては、南富良野町が人口減

抑制策として22歳までの全額助成を実施して

おり、全国的にも最も高い年齢を設定してい

ることは承知しているところであります。 

子どもの貧困の状況把握につきましては、

未就学児童から小学校４年生までのお子さん

のいる家庭1,100世帯を対象に、平成31年１月

25日から２月13日までの期間で、第２期美唄

市子ども子育て支援事業計画策定に係るニー

ズ調査アンケートの中で質問項目を設定し、

実施したところであります。 

なお、質問内容といたしましては、日ごろ
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の生活の実態や子育てに関する考え方、支援

に関する制度の利用についてお聞きしている

ところでありますが、このニーズ調査のアン

ケートの結果につきましては、帳票を整理し

たうえで、平成31年度において集計・分析を

行うこととしているところであります。 

次に、ごみ処理についてでありますが、さ

らなるごみの減量につきましては、ごみの分

別区分の新設は予定をしていないところであ

ります。 

次に、現在の分別に関する問題点につきま

しては、燃やせないごみや資源ごみの中に他

のごみが混在するなど、汚れた状態で資源ご

みが排出されることがあることから、リサイ

クルセンターなどにおきまして、職員による

手選別の作業が煩雑になっていることが問題

となっているところであります。 

今後におきましても、広報紙メロディー、

市のホームページによる啓発や出前講座、エ

コセミナーにおいて、ごみの適正分別につい

て周知を図っていくことにより、ごみの再資

源化を進め、さらなるごみの減量化に努めて

まいりたいと考えているところであります。 

●議長小関勝教君 教育長。 

●教育長星野恒徳君（登壇） 吉岡議員の質

問にお答えいたします。 

初めに、給食費の現状についてでございま

すが、１食当たりの単価は小学校が260円、中

学校は308円となっており、平成21年６月の改

定以来、10年間据え置いてきております。そ

の間、献立を工夫しながら、安全かつより安

い食材を選んだり、使用する食材を変更する

などにより、食材費の抑制に努めてまいりま

したが、食材価格の毎年の値上がりにより、

運営が大変厳しい状況となっていたところで

ございます。 

このことから、教育委員会といたしまして

は、手作りを基本とする安心で安全な学校給

食を今後も継続するためには、平成31年４月

からの給食費の値上げが必要であるとの判断

に至り、本年１月給食費等を審議・決定する

美唄市学校給食運営協議会に対しまして、給

食費の改定について考え方を説明し、ご理解

いただいたうえで、５つの小学校区ごとに地

域の小中学校を会場とし、２月に説明会を開

催したところでございます。 

説明会で給食費の値上げが必要な理由につ

いて説明し、出席者からご理解をいただいた

ことから、３月６日、学校給食運営協議会を

開催し、給食費を本年４月から小学校は279

円、中学校は332円に改定したところでござい

ます。 

なお、平成31年10月には、消費税率が10％

へ改定されるところでございますが、酒類を

除く飲食料品つきましては、軽減税率制度が

適用され、学校給食についても消費税率は

８％のままで据え置かれることとなっており

ますので、10月の消費税率改定の際には、給

食費の再度の値上げを行わないこととしてお

ります。 

次に、学校給食費実施基準についてでござ

いますが、学校給食に供する食物の栄養内容

の基準は、文部科学省の定める学校給食実施

基準において「児童または生徒一人１回あた

りの学校給食摂取基準」として定められてお

り、この中で、栄養量のほか、たんぱく質、

ビタミン類、食物繊維など10項目の栄養素の

必要量が示されているところでございます。 
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本市における栄養量の摂取基準につきまし

ては、小学校は平成29年度では国の基準値に

対しまして、平均充足率は99.4％、平成30年

度は２月末現在で、平均充足率は97.1％とな

っております。 

中学校は、平成29年度では国の基準値に対

して、平均充足率は93.3％、平成30年度は２

月末現在で、平均充足率は92.2％となってお

ります。 

本市における摂取基準の状況につきまして

は、年２回行われる保健所の立入指導の中で

は、栄養量の摂取量の不足について、特に指

摘はないものの、鉄分や食物繊維が不足して

いることについて、基準値に近づけるよう保

健所から助言をいただいております。 

今後におきましては、４月からの給食費の

改定も踏まえ、献立作成や食材選定の工夫の

中で、摂取基準に示されている栄養量及び栄

養素の基準値を満たすよう取り組んでまいり

ます。 

次に、防煙教育についてでございますが、

本市では、平成25年度より美唄市医師会との

協働事業として、児童生徒を対象とした防煙

教室を行い、この中で、未成年が喫煙するこ

とによる自らの体への悪影響や、家族が喫煙

した煙を吸う副流煙を吸うことによる健康被

害について、具体的な病気や症状を示すとと

もに、児童生徒が喫煙者にならないよう、ま

た、たばこの害から身を守る術を身につける

よう学習しているところであり、これまでほ

ぼすべての学校で防煙教室を実施していると

ころでございます。 

また、平成28年度からは、公共施設以外も

対象とした全国の市町村で初めての「受動喫

煙防止条例」を施行したことから、児童が市

内企業に出向き、喫煙や分煙の状況について

聞き取り調査を行い発表し合うなど、防煙教

育の充実が図られているところであり、教育

委員会といたしましては、今後も市長部局と

連携し、児童生徒の健康を守る活動を継続し

てまいりたいと考えております。 

次に、就学援助制度に係る追加３項目につ

いてでございますが、就学援助は、経済的に

厳しい世帯に対する支援として重要な役割を

担っていることから、本年度より新入学児童

生徒の学用品費等の入学前支給を行うことと

したところでございます。 

ＰＴＡ会費、生徒会費、クラブ活動費など

就学支援に係る３項目につきましては、30年

度では道内35市のうち３項目すべてを支援し

ている市が18市、２項目が６市、１項目が２

市となっており、支援していない市は本市を

含め９市となっております。 

本市においては、先月開催された総合教育

会議においても、この就学援助の追加３項目

については必要との意見をいただいておりま

すことから、今後とも予算化に向け、市長部

局と協議してまいりたいと考えております。 

次に、図書館についてでございますが、幼

児期から本に親しむ機会の提供について、こ

れまでブックスタート事業や本の読み聞かせ

などの事業を実施しております。 

今後につきましては、道立図書館が推奨し

ているビブリオバトルの手法、いわゆる輪読

会・読書会において、発表者が読んでおもし

ろいと思った本を持ち寄り、決められた時間

内で本を紹介し、参加者全員で発表に関する

ディスカッションを行い、すべての発表が終
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了した時点でおもしろいと思った本に投票す

るといったゲーム感覚のルールを用いて、本

に触れる機会を増やす手法について、道立図

書館の司書の助言をいただき進めることを含

め、事業化に向けて指定管理者とさまざまな

方策を協議してまいりたいと考えております。 

次に、指定管理者制度移行後の蔵書の状況

につきましては、平成29年度の図書購入費の

決算額は約300万円でありましたが、指定管理

者に移行した今年度は550万円に増額され、平

成30年度末の図書購入費の見込み額では600

万円程度となっており、平成29年度と比べま

すと約倍増となる見込みであります。 

なお、図書購入費においては、平成31年度

においても550万円を維持するよう指定管理

委託費に予算計上しており、今後とも、蔵書

の充実が図られるよう取り組んでまいりたい

と考えております。 

次に、指定管理者の新たなサービスの実施

状況ついてでございますが、貸し出し中の本

の予約ができるインターネット予約と、来館

が困難な利用者のための宅配サービスを実施

しており、実施状況ついては、インターネッ

ト予約は、平成30年10月から利用開始し、１

月末現在で登録者数14件、27冊の予約実績が

あったほか、宅配サービスにつきましては、

平成30年11月から利用開始し１月末現在で登

録者数６件、配達件数延べ30件、貸出冊数122

冊の実績となっております。 

教育委員会といたしましては、今後におき

ましても指定管理者と連携を図りながら、各

事業の充実を通じ、利用しやすい図書館づく

りに努めてまいりたいと考えております。 

次に、学校統合後の蔵書の取り扱いについ

てでございますが、学校図書には古い図書が

含まれていたり、統合校となる学校に既に存

在する図書もあることから、司書教諭を中心

として、統合校となる学校にどのような図書

が必要なのかを見極めたうえで、図書の移設

を行うこととしております。 

次に、各学校図書館のデータベース化につ

いてでございますが、データベース化に当た

っては、学校司書を配置した上で、民間企業

にアウトソーシングすることが効率的と考え

ておりますが、現在、学校司書は配置されて

ないところでございます。 

教育委員会といたしましては、児童生徒が

興味のある読みたい本を検索しやすくすると

ともに、市立図書館との連携や学校間による

相互の図書の貸し借りなど、必要な事業と考

えていることから、学校司書の配置を含め、

事業化に向けて、今後とも市長部局と協議し

てまいりたいと考えております。 

●議長小関勝教君 ８番、吉岡文子議員。 

●８番吉岡文子議員 自席から何点かについ

て再質問させていただきます。 

まず、行財政改革についてですけれども、

具体的なサービス施策事業については、市長

からの丁寧なご答弁でわかりました。しかし

ながら、素直にこの市政執行方針を読みます

と、重点施策への選択と集中を図りながら、

スリムで持続可能な自治体運営に取り組むほ

か、多種多様な行政サービスを提供し、市民

満足度を高める施策や事業を展開するとあり

ます。私はこれ読んでいて、非常に自己矛盾

に陥ったような感じを受けました。普通にと

らえれば、多種多様な行政サービスや市民満

足度を高める施策や事業を展開するには、そ



 - 82 - 

れなりの人員や財源の確保が必須ではないか

と思いますが、市長はその点については、矛

盾とはとらえておられないのかについて改め

てお伺いをいたします。 

それから、民間業者への包括アウトソーシ

ングという点についてですが、アウトソーシ

ング、いわゆる外部委託ということですが、

自治体の存在を揺るがす問題を含んでいるの

ではないかと私は考えております。非常に広

範囲にわたる課題で、何回いろいろな情報を

把握しようとしても、非常にこの点について

は、難しいところがあるのです。 

例えば、いまほどのお話でも、窓口業務に

ついて民間委託を行ったりすることが想定さ

れておりますが、またそして実際に取り組ん

でいる自治体もあらわれていると認識してい

ますが、本質的には、自治体が民間業者に適

切な行政を行うために集められている市民の

プライベートな情報を、市民の了解なく漏ら

したり、市民の権利や暮らしにかかわる判断

に関与させていいはずはないと思うのです。 

自治体の業務は、首長をはじめとする公務

員が市民全体の奉仕者という立場で、中立、

公平、適正に直接市民に接して行うことが求

められておりますし、公務員の労働条件は、

こうした役割を十分に発揮するため、安定的

で身分の保障をされたものであることが必要

です。 

こうした点から考えてみれば、市政執行方

針に示された包括アウトソーシングの考え方

は、検討する職員の皆さんの首をみずから縛

ることになりかねないものであり、慎重にも

慎重に議論を重ねていただきたいと考えてお

ります。早急な結論実施は避けていただきた

いと思うのですが、この点についてお考えを

お伺いいたします。 

子育て支援についてですが、このたびの子

ども医療費無償化の拡大は、支援が大きく広

がるという点において、子育て支援、若者の

定住にもつながる施策として大いに評価した

いところですが、市長のご答弁にもありまし

たように、道内35市の中では、時流的には、

小学校卒業、高校卒業までと広がりを見せて

おります。 

また、ご答弁の中では35市しかありません

でしたが、南空知の町の中には、既に高校卒

業までの医療費の無償化を実現している町が

あります。 

以前にも伺ったことがありますが、仮に、

今回小学校まで拡大した子ども医療費無償化

の施策について、中学校卒業まで拡大すると

なると、どれくらいの負担になるのか、試算

されていればお示し願いたいですし、改めて

中学校卒業までの拡大の考え方については、

どのようにお考えなのか、お伺いをいたしま

す。 

子育て支援ニーズ調査については、私は早

い時期での貧困状況の把握をと思うあまり、

今回の質問をしてみたわけですけれども、今

年度は調査だけで、来年度予算で分析となっ

ているとのことで、来年度早い時期での公表

を期待しております。 

次に、ごみの減量の件ですが、新たに収集

品目を設定するのではなくて、現在の分類の

徹底、再資源化ということでありました。堆

肥化と、いわぴかでの焼却の開始で、変化し

た収集についていけない事が私の身の回りに

もたびたびあります。やはりしっかりとした
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市民説明、周知が必要だと考えておりますの

で、丁寧な説明を重ねることを原課の皆さん

にはまたお願いしたいと考えます。 

同時に、従来から雑紙や化粧箱などについ

て、焼却してしまえば、いわぴか行きとなっ

て灰となってその処分も最終処分場に持ち込

まれることになります。改めてお伺いします

けれども、雑紙や化粧箱など、現在窓口で行

っている古着の回収と同様な形での回収がで

きないものなのか、その点についてお伺いを

いたします。 

以前お伺いした時に、拠点をつくって雑紙

や化粧箱の回収はどうだろうかという話をし

ました時に、何を持ち込まれるかわからない

という点もありましたので、窓口で直接、係

の人にお渡しするということであれば、違法

というか必要とされないものを持ち込むこと

はないのではないかと思いますけれども、 

改めてお伺いをいたします。 

教育行政執行方針についての再質問ですけ

れども、学校給食について、給食費の値上げ

は私もそろそろかと思っておりましたし、小

学校では19円、中学校では26円、あのときに

上げていれば、また考え方は変わったのかも

しれませんけれども、今回の値上げはやむを

得ないといえばやむを得ないのかと思ってお

ります。 

しかしながら、学校給食実施基準について

は、行政がやることはきちんとしているのだ

と勝手に思い込んでいたものですから、驚い

ているのと同時に、育ち盛りの小中学生の栄

養を全面的に満たすことの重要さと、限られ

た財源での展開にご苦労されていることがわ

かります。カロリーを満たすことだけを考え

れば、毎食揚げ物等をすればいいんでしょう

けれども、食育の観点から言えば、和食など

も取りいれなければなりませんし、非常に難

しいものがあると思い図られます。普段家庭

で、家族の健康を考えているのとは、数量的

にも責任といった点からも格段の違いがある

と考えます。保健所からの指導はないという

ことでしたが、私もこの点について質問する

に当たり、いろいろなところを見てみました

けれども、先ほどありました鉄分ですとか食

物繊維等が不足している点については、指摘

されていたという事実があるということです

ので、今回のこの値上げによって、例えば、

機能性食品のようなもので鉄分や食物繊維な

ど、十分に摂取できるようになって、この学

校給食実施基準が満たされていくことを望ん

でおりますけれども、この点については、教

育長はどのようにお考えなのかをお伺いをい

たします。 

それから、防煙教育についてですけれども、

改めて受動喫煙防止条例の際も、それから今

現在もこうやって美唄医師会の先生方が、美

唄の子どもたちのために、力を貸していただ

いていることには感謝申し上げたいと思うの

ですけれども、日本共産党の南空知議員団で

は、年に１回、空知総合振興局並びに道庁で

いろいろな分野について、交渉を行っている

のですけれども、その際に栗山町の町議の方

から、子どもの受動喫煙防止の中で、尿の中

にニコチンが含まれていて、その濃度を測定

するために、コチニンという成分なのだそう

ですけれども、その検査を道の事業としてや

ってほしいということをずっと取り上げて交

渉しております。 
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この防煙教育の中で、埼玉県熊谷市という

日本一暑いことで有名で、約20万人の住んで

いるところなのですけれども、2010年から小

学校４年生の尿の中のニコチン濃度、コチニ

ンというものの検査を続けているということ

で、この中で高い数値の児童の家庭には、小

児科の受診を促しているということです。こ

れによって、公費でやっているわけですけれ

ども、保護者の受動喫煙防止の姿勢が生まれ

てきていて、市内で禁煙にもつながっている

という報告があります。 

本市は、日本で一番早く受動喫煙防止条例

を制定した市でもありますし、児童がどれだ

け副流煙等にさらされているのかがコチニン

検査をすればわかるということなので、値段

的にはちょっとインターネットで見た中では、

おいくらかはわかりませんでしたけれども、

それほど高いものではなかったと思いますの

で、受動喫煙防止条例を制定した後の効果を

測定する意味でも、教育委員会だけで難しい

のであれば、市長部局とご相談のうえ、ぜひ

ともコチニン検査というものをやっていただ

きたいと思うのですけれども、これについて

の教育長のお考えをお伺いいたします。 

それから就学援助ですけれども、ご答弁の

中では、さらっと流されましたけれども、や

はりこれは憲法に基づいて、教育を受ける権

利を損なわないようにするための措置・制度

だと私は認識しておりまして、先程は市の部

分でしたけれども、これも町の部分を見ます

と、南空知でも多くの町で、この追加３項目

が実現しております。交付税算入はしている

という文科省の話ではありますけれども、な

かなかその点について、色がついていないの

で、回ってこないのではないかと思います。

どこの地域に住んでいる子どもたちであって

も、やはり同じ教育条件、教育環境のもとで

育つことが必要だと私は考えておりまして、

以前からこの追加３項目についての実施をず

っとお願いしてきているわけなのですけれど

も、今年度も次年度も残念ながら今までの援

助の継続であって、追加３項目は展開されな

いということになっています。追加３項目を

実施した場合の扶助費についてですけれども、

どれぐらいになるのか、試算されているので

あれば、お伺いしたいと思いますし、早期の

実施が求められていると思うのですけれども、

改めて教育長のお考えをお伺いします。 

それから、図書館について、今ほどの答弁

では、図書購入費の増額がされると倍増だと

いうことでしたけれども、紙媒体にとらわれ

ることなく、それ以外の購入がこれから可能

になってくるのではないかと思われます。目

の不自由な方ばかりでなく、今後、高齢化社

会が進むにつれて、ある程度の大きな文字の

図書もありますけれども、目が疲れて本が読

めないという方も実際に私の周りにもおられ

ます。こういった市民へのサービスの充実と

して、紙以外の媒体での、例えば、ＣＤです

とか朗読されているもの等を収集するという

ことも考えられるのではないかと思いますが、

こういったサービスの充実はどうなのか、お

伺いします。 

また、先程の宅配サービスの件では、約30

件、宅配サービスを行ってきたとありますけ

れども、この点について、以前、高齢者の見

守りという中で、栄養剤の宅配によって見守

りをするということが、美唄市でも行われて
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おりましたけれども、今現在はやられており

ません。郵便局の方による、配達による見守

り等もありますけれども、今後、高齢化社会

がより進展していく中で、やはりせっかく指

定管理者がやっている高いサービスというも

のは、安否確認の一環として取り組まれるこ

とが必要ではないかと思うのですけれども、

この点についてお伺いをいたします。 

●議長小関勝教君 市長。 

●市長髙橋幹夫君 吉岡議員の質問にお答え

いたします。 

まず初めに、行財政改革の件でございます

けれども、市民満足度と行政のスリム化につ

いての矛盾ということでございますが、多様

化するサービスへの対応が求められている中、

市民ニーズを迅速かつ的確に反映しうる行政

体制の構築というものは、早急に求められて

いると認識しております。 

そのため、限られた人材の中ではあります

が、実践的に人材の育成に努めるとともに、

財政基盤の構築を目指し、行財政改革の取り

組みを加速していくことが重要であると認識

をしているところでございます。 

次に、包括アウトソーシングの実施にあた

りましては、厳しい時代の変化にしっかりと

対応し、市民サービスの低下を招くことのな

いよう、議員ご指摘のとおり、慎重に調査検

討を進めてまいりたいと考えているところで

あります。 

次に、医療費の無償化についてでございま

すが、仮に本市におきまして、中学生まで医

療費を無償化した場合の増加する助成額につ

きましては、約1,100万円程度の扶助費が見込

まれるところであります。 

このため、今後の対象の拡大につきまして

は、本市の財政状況を踏まえ、検討してまい

りたいと考えているところであります。 

次に、雑紙の分別収集についてでございま

すが、雑紙の分別は、ごみの減量化や再資源

化を推進していくためには、大変重要なこと

と認識しておりますが、平成28年度に開催を

いたしました廃棄物減量等推進審議会におけ

る意見を踏まえ、拠点回収の実施に向けまし

ては、雑紙の引き受け手や一時保管場所の管

理など、さまざまな課題がありますことから、

今後におきましても、その課題解決に向けて、

検討していかなくてはならないと考えている

ところでございます。 

●議長小関勝教君 教育長。 

●教育長星野恒徳君 吉岡議員の質問にお答

えします。 

初めに、学校給食についてでございますが、

これにつきまして、平成26年の消費税改正の

ときに本来上げるべきだったと思いますが、

学校給食は10年間据え置いた結果として、栄

養量、栄養素の10項目が国の基準を満たすこ

とができなかったことについては、大変申し

訳ないと思っているところでございます。 

また、昨年の８月には、栄養素については

今までの９項目からマグネシウム１項目が加

わりまして、10項目になりました。これにつ

きましても、市では国の基準を満たしており

ませんので、私としましては、今回の給食費

の改正に伴いまして、栄養量も含めまして、

栄養素10項目については、国の基準を満たす

よう栄養士に指導してまいりたいと考えてお

ります。 

熊谷市で実施している防煙教育の尿検査に
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ついてでございますが、埼玉県の熊谷市では、

路上喫煙マナー条例を制定しておりまして、

この条例の効果を検証するために、小学校４

年生を対象に、尿検査でニコチン測定検査を

約10年間かけて実施しております。その結果、

ニコチンの代謝物質が、尿中に高濃度含まれ

る子どもの割合が10年間で大幅に減少し、こ

の検診を長期に行うことによりまして、保護

者の受動喫煙に対する意識が高まったことは、

私も報道で承知しているところでございます。 

本市といたしましては、平成27年度に受動

喫煙防止条例が制定されたところでございま

すが、この条例の効果測定については、これ

までも行っていないことから、教育委員会と

いたしましては、市長部局と連携しまして、

この熊谷市の調査を含めまして、防煙に取り

組み、他の自治体の例も参考としながら、調

査研究してまいりたいと考えております。 

続きまして、就学支援３項目についてでご

ざいますが、平成31年度の就学援助認定者の

予定数による試算で申し上げますと、小学校

では45万6,940円、中学校では364万440円、合

計で409万7,380円となっております。 

いずれにいたしましても生徒会費、ＰＴＡ

会費、クラブ活動費の就学援助につきまして

は、他市の状況からしましても、美唄市は大

変遅れており、これは、経済的にも支援を要

する世帯には必要であると私も認識していま

すことから、今後とも、予算化に向けて市長

部局と協議してまいりたいと考えております。 

続きまして、図書館についてでございます

が、紙媒体以外の蔵書につきましては、まず

紙媒体以外の蔵書では、平成30年２月末現在

で、ＣＤやカセットテープなど、朗読の音源

は約260作品ございます。 

今後につきましても、視覚障がいの方々に

さらに楽しんでいただけますよう、指定管理

者と協議して拡充に努めてまいりたいと考え

ております。 

また、本の宅配サービスにつきましては、

個人や施設入所者から利用登録があり、その

方々からの本の予約が寄せられると、配送日

の前日に利用者へ電話連絡をし、本人と顔を

合わせながら、本の受け取りや貸し出しを行

っているところでございます。この本の宅配

サービスにつきましては、利用者の安否確認

にもつながりますことから、今後このサービ

スの充実に向けまして、市長部局とも十分連

携し、指定管理者と協議してまいりたいと考

えています。 

●議長小関勝教君 ８番、吉岡文子議員。 

●８番吉岡文子議員 子育て支援の医療費の

無償化についてですけれども、ぜひとも中学

校まで広げることを早期に実現していただき

たいと考えております。 

金曜日の同僚議員の質問の中にもあった、

人口減少にどう対応するのかという点では、

若者の定着が必要だということだったのでは

ないかと思います。若者の美唄離れが他の年

代に比べて激しいということであれば、やは

り若い人にどのように美唄に定着してもらう

のか、この点において、子ども医療費の無償

化というのは非常に大きなものではないかと

考えます。以前、一緒に議員をやっていた方

からも、子どものこの点については非常に遅

れていると、周辺部といいますか美唄だと、

例えば、北だったら奈井江、南だったら岩見

沢と近いわけですけれども、奈井江の子育て
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支援策の充実により、美唄に住まないで奈井

江に住んでいる人もいて、美唄に通っている

人もいるという話も実際に聞いております。

外からの移住・定住も必要ですけれども、や

はり美唄で子育てをしていただく方、若い世

代の方になると思うのですけれども、この

方々への支援なしには、やはり定着、それか

ら人口増は図れないのではないかと思ってお

りますので、改めて、今回小学生までの医療

費の無償化が実現しましたけれども、早期の

中学校卒業までの医療費の無償化というのも

人口減に対応するためにも必要ではないかと

思っておりますので、この点について、改め

て、市長にお考えを伺いたいと思います。 

●議長小関勝教君 市長。 

●市長髙橋幹夫君 吉岡議員のご質問にお答

えします。 

医療費無償化、中学生までの拡充というこ

とでございますけれども、議員ご指摘のとお

り、移住・定住におきましても、子育て支援

におきましても、大変重要な事業だと認識し

てございます。 

このため、この対象の拡大につきましては、

本市の財政状況も踏まえながら、しっかり検

討してまいりたいと考えております。 

●議長小関勝教君 次に移ります。 

３番、松山教宗議員。 

●３番松山教宗議員（登壇） 平成31年第１

回定例会において、大綱４点について市長並

びに教育長に伺います。 

大綱１点目は、市政執行方針についてです。

ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals）

の推進についてであります。 

市長は平成31年度の市政執行方針演説にお

いて、2015年の９月の国連サミットでの『「誰

一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂

性のある社会の実現』のため、2030年を年限

とする持続可能な17の開発目標ＳＤＧｓに関

する考え方を述べられました。 

我が国におけるこれまでの具体的な取り組

みとしては、2016年５月に第１回持続可能な

開発目標推進本部会合を開催し、その後、12

月の第２回の会合で実施指針が策定され、17

年12月には実施指針の具体化、拡大された政

府の取り組みを盛り込んだアクションプラン

2018策定や達成に向け、すぐれた取り組みを

行う企業や団体等を表彰する第１回ジャパン

ＳＤＧｓアワードが実施されました。そして、

昨年６月には、拡大版アクションプラン2018、

12月には2019年における取り組みを具体化、

拡大化されたアクションプラン2019が策定さ

れました。 

また、道においても、昨年12月に北海道Ｓ

ＤＧｓ推進ビジョンが策定され、国や道にお

いてＳＤＧｓの具体的な取り組みが広がって

いく中で、これまで道内の自治体においては、

北海道では地域に所得と雇用を生み出す攻め

の農林水産業の確立や安心な子育て環境、医

療、福祉基盤の整備が、札幌市では高性能な

オフィス環境を備えたビルへの建替えの促進

や、歩いて回遊しやすいリバブルなまちづく

りが、ニセコ町では環境配慮型住宅群建設や

ヒートショックの予防とエネルギーコストの

削減が、下川町ではＩＣＴやＩＯＴを活用し

た伐採造林から加工流通林業のシームレス産

業化や森林バイオマスを中心とした再生可能

エネルギーの利用拡大などの取り組みが、Ｓ

ＤＧｓ未来都市としてそれぞれ選定されたと
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伺っており、今後、本市においても世界共通

の課題として、ＳＤＧｓの達成に向けて取り

組んでいくことが重要であると考えますが、

市長のお考えを伺います。 

大綱２点目は、保健福祉行政についてであ

ります。 

１つに、認知症施策推進事業についてであ

ります。高齢化社会へと進み、本市の高齢化

率も41％を超えております。 

2025年には団塊の世代が75歳以上となり、

高齢化率の上昇、その対策、対応が必要とさ

れており、その１つとして、認知症に対する

介護予防など、推進施策があります。 

認知症の人の意思が尊重され、できる限り

住みなれた地域のより良い環境で、自分らし

く暮らしを続けることができる社会を実現す

ることを目的に、国が策定したのが新おれん

じプラン認知症施策推進総合戦略です。これ

は認知症の方が2025年には約700万人と推計

され、その環境整備が重要なポイントとなる

高齢化社会に優しい地域づくりに向け、認知

症という病気に対する啓蒙も含め、医療、介

護、介護予防、住まい、生活支援を包括的に

ケアするための戦略として７つの柱が建てら

れ、その中、初期集中支援チームや地域の医

療や介護を連携させる認知症地域支援推進員

や認知症カフェ、見守り体制の整備が大きな

取り組みとして進められております。 

その中、本市のみならず、近隣自治体にお

いても、高齢者が行方不明になり捜索が行わ

れるなどの問題が現実としてあります。多く

を想定した上で、地域ぐるみの取り組み体制

の構築が必要不可欠であると思います。 

本市においてもこれらの施策に対する取り

組みが進められ、今後の高齢化社会を見据え、

対応すべく、さまざまな高齢者福祉を推進し

ていることは理解しておりますが、現在、本

市が行っている認知症施策について伺います。 

１つに、平成29年より先進的な取り組みと

して、見守り声かけ模擬訓練を行っていると

思います。目的・取り組み内容については以

前にも伺っており、取り組まれて２年が経ち

ますが、現時点での成果と課題について検証

されていると思いますので伺います。 

２つに、おれんじカフェについてでありま

すが、平成27年度に開設し、31年度では５年

目に入ると思います。この目的、内容、取り

組みについても同じく伺っておりますが、こ

れまでの成果と課題について、あわせて市長

にお伺いします。 

次に、受動喫煙防止条例についてでありま

す。全国的に先進的な条例として平成27年７

月１日より施行された受動喫煙防止条例であ

りますが、市民の健康づくりをより一層推進

することができるよう、受動喫煙を防止する

ための措置等を定め、市民の健康で快適な生

活を維持すること、図ることを目的として制

定されました。 

本年７月には４年目を迎えますが、これら

受動喫煙防止という取り組みが健康に対する

ものと理解され、先進事例として条例制定を

考える全国の自治体から注目を受け、広がり

を見せています。 

受動喫煙は国際社会では先進的に進められ、

国では、2020年東京オリンピック・パラリン

ピックを見据え、昨年７月に、公共の場での

屋外禁煙を初めて罰則つきで義務づけた健康

増進法の改正が行われ、道においても制定す
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る動きがあるなど、全国的に受動喫煙防止に

ついて進められております。 

しかし、本市の条例の施行前と施行直後は、

禁煙法のように受けとめられ、当初は条例の

本意が浸透していなかったと思いますが、そ

の後、活発な推進普及啓発や情報発信など、

医師会などと連携して取り組まれ、現在は浸

透していると感じています。 

市長は2020年４月には、全面施行となる改

正された健康増進法に基づく対策周知に努め

るとともに、未来ある子どもたちの健康を守

るために、条例の改正に向け検討すると市政

執行方針に示されています。 

そこで、本市の啓発推進に対し、市民や学

校、各事業所等でどう理解され、現在取り組

みが実施されているかを含め、これまでの取

り組み状況について伺います。 

また、条例が制定され、市民への健康調査

など、現在は見える化の時代ですので、理解

度や健康で寿命が延びていることなどをデー

タ化し、数値などによるわかりやすい効果の

実証結果も今後は必要であると考えます。こ

れらを含め、２つとして、条例制定による効

果検証と課題について伺います。 

さらに上位法である健康増進法の改正によ

り、本市の条例とすみ分け、本市の特徴に特

化し、条例改正し、推進をすることが誰もが

健康で生き生きと暮らせるまちづくりにつな

がると私は考えます。 

そこで、本市の条例の改正を含め、いつご

ろをめどに進めていくのか、３つに、今後の

取り組みに対する考えについて市長に伺いま

す。 

大綱３点目は、市立病院の職員体制につい

てであります。市民が住みなれた地域で安心

して暮らせるまちづくりを推進するに当たり、

地域医療を守ることは大切です。重要なのは、

診察処置する医師や看護師、薬剤師や医療従

事者など人の力です。市立病院は救急や人工

透析などがあり、医療スタッフがいなければ、

その機能や役割は果たせないと思います。 

現在、全国的な問題として地方での医師不

足などがなかなか妙案のない状況であります。 

市民意見の１つとしては親切丁寧で、通い

やすい病院を望む声があります。 

市長は市民の皆さんに信頼される病院運営

に努めると述べられ、医師や看護師などの確

保を図るとともに、職員の資質向上に取り組

むと示しております。 

市立病院は、常にその機能や診療はとまら

ず動いておりますので、安定的な医療スタッ

フが必要であると思います。現在、医師は常

勤医６名、嘱託医４名で10名、ほかに各診療

科に出張医がおります。医療法による標準医

師数７名に対し8.3名ですが、救急や診療を考

えると、常勤・嘱託医の確保は命題と考えま

す。また看護師、薬剤師、医療技術者数など

はほぼ満たされているようですが、安定的に

確保しなければならないのではないでしょう

か。 

そこで１つに、医師確保の現状と今後の医

師確保に向けた取り組み及び見通し、あわせ

て、数年後には定年を迎える常勤医もいます

ので、今後どう対応していくのか、そして、

本年度から廃止された医師事務作業補助者の

状況、また以前よりスタッフの対応や接遇が

よくないとの市民の声もありますので、資質

向上、そしてより専門性を高めるための取り
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組みについて市長に伺います。 

次に、新聞報道等によると、現在は各医療

圏の病床数が過剰であり、今後、減少や用途

転換などが必要とあります。 

市政執行方針には、在宅医療の推進のほか、

地域包括ケア病床の運用により、回復期の患

者受入れなど、入退院支援の強化に努めると

ありますが、中核病院等との連携はもちろん

のこと、病床数や病床分離なども大切な問題

でありますので、市内に病床を持つ複数の病

院との住み分けや医療連携など、バランスの

とれた積極的な地域医療を進めていく必要が

あると考えます。 

２つに、現在の市内病院の病床機能の特徴

と市立病院の病床が、今後どのような方向性

を持って連携しながら、地域医療を守り、進

めようと考えているのか伺います。 

３つとして、現在かかりつけ医が見直され、

幅広い診療を行える総合診療医の必要性が高

くなっております。 

また、市立病院内にはプライマリ・ケア連

合学会北海道ブロック支部の事務局が置かれ

ております。総合診療医の確保に向けた方向

性と地域医療機関との具体的な連携の考え方

など、今後どのような特徴をもった病院とし

て進めていくのか、市長に伺います。 

大綱４点目は、教育行政についてでありま

す。 

１つに、外国人児童生徒の受け入れ体制に

ついてであります。人口減少により、生産年

齢人口の減少傾向にあり、労働者不足が懸念

され、国は入管難民法の改正により、外国人

労働者を受け入れる方向へ舵を切りました。 

国はすでに観光立国化を推進し、来日する

インバウンド、海外観光客が増加する中、日

本に居住する外国人も増える傾向にあるよう

です。 

今後、海外観光客の受け入れ体制だけでは

なく、外国人居住者の受け入れ体制の整備は

必要であり、地方においても、その波は来る

と考えられます。受け入れ体制準備には、自

治体での受け付け相談窓口、生活居住ルール

や言語対応、病院など多くありますが、教育

について外国人が家族帯同で児童生徒が来日

した場合、教育委員会が窓口になると思いま

すが、どのような対応や受け入れなど、学校

において、教育を受けることになるのでしょ

うか。 

現在、本市には約50名ほどの外国人が居住

していますし、文科省は今月に入り、日本に

住む外国人の子どもの全国就学調査を行う方

針を決めました。 

そこで１つに、外国人児童生徒の教育、小

学校の受入れ義務についてどのようになって

いるのか、２つに、本市の受入れの実態につ

いて、３つに、他市の状況についてどのよう

になっているのか教育長に伺います。 

●議長小関勝教君 市長。 

●市長髙橋幹夫君（登壇） 松山議員の質問

にお答えいたします。 

初めに、市政執行方針についてＳＤＧｓの

推進についてでありますが、世界共通の課題

解決に向けて掲げた持続可能な開発目標「Ｓ

ＤＧｓ」につきましては、これまで自治体を

はじめ、企業や教育機関などにおいて、地域

課題の解決に向けた取り組みとして拡がって

おり、私といたしましても、「みんなが活躍で

きるまちづくりの実現」に向けては、市民の
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皆様や各種団体などと協働して取り組んでい

くことが重要であると考えております。 

このため、ＳＤＧｓに対します認知度の把

握に努めながら、広報紙メロディーや市ホー

ムページをはじめ、各種の審議会や市民委員

会の場など、さまざまな手法によりますＳＤ

Ｇｓの普及・啓発活動を行い、意識の醸成を

図り、認知度を高めていくほか、市民の皆様

と協働で策定する次期総合計画や総合戦略の

策定におきましては、本市が抱える行政課題

の解決に向けたＳＤＧｓの考え方との整合性

や具体的な取り組み方向の確認などを行いな

がら、計画の策定に取り組んでまいります。 

次に、保健福祉行政について、認知症施策

の推進事業についてでありますが、見守り声

かけ模擬訓練の成果と課題につきましては、

初年度の29年度は、おれんじカフェを中心と

した地域で行い、平成30年度は、南美唄地区

と共練地区の２カ所で行ったところでありま

す。 

訓練参加者は、認知症の理解と声かけにつ

いての講習後に路上に出ていただき、グルー

プごとに服装などの特徴が書かれた手配書を

もとに行方不明者役を発見し、保護に努める

ものであります。参加者からは、「散歩をして

いる人と道に迷っている人の区別がつかず、

なかなか思い切って声をかけられなかった」

という感想や、行方不明者役の方からは「急

に後ろから話しかけられたり、手をさわられ

たりして恐怖を感じた」というような感想が

あり、体験して、改めて声かけの難しさや訓

練を継続していくことの必要性が確認できた

ことは、大きな成果でありました。 

また、今年度は、道に迷っている人の判別

がつき、声かけしやすくするため、徘回が心

配な高齢者等の見守りや、行方不明となった

際の早期発見や事故防止を目的として、衣類

や持ち物に張る「安心おれんじシール」の作

成を行ったところであります。 

訓練の目指すところは、単に高齢者を捜索

するだけではなく、日常で歩いていて、家に

戻れなくなる方を見守ったり、街などで不安

そうにしている方には声をかけるなどして、

安心してもらえるよう、認知症の方を出歩か

ないようにするのではなく、認知症の方が自

分らしい生活を送ることができるようにする

ことであります。 

一方で、課題といたしましては、町内会の

活動が活発でなかったことや、町内会が解散

した地域もあることから、これら地域との連

携方法について検討し、一人でも多くの方に

参加していただけるよう進めてまいります。 

次に、おれんじカフェにつきましては、昨

年９月から４年目に入り、毎週火曜日に実施

しておりますが、カフェ開催の成果といたし

ましては、認知症の方には外出のきっかけづ

くり、外出先の確保、また、ボランティアや

利用者の方との交流の場となっているところ

であります。 

介護者からは、「介護の悩みや苦労を話すこ

とで、介護負担が軽減をされたり、気持ちが

軽くなった」という声や、「市役所は敷居が高

かったけどカフェだと相談しやすい」といっ

た意見も伺っているところであり、利用する

方はリピーターはもちろんのこと、新たに利

用される方もおり、年々増加している状況に

なっております。 

また特徴といたしましては、男性の利用者
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の比率が高く、特に孤立しがちな男性介護者

の利用は、介護負担の軽減に大きな効果が出

るものと考えているほか、カフェの利用を通

して、専門職と本人や家族が信頼関係を築け

ることで、早期に介護申請やサービス利用等

の支援に結びつけることができるなど、市内

の専門職との相互の協力体制が構築されてお

り、支援へつながりやすくなっている状況も

実感しているところであります。 

また、ボランティアの方々は認知症への理

解も深く、新たにボランティアとして加わっ

ていただける方もおり、カフェの運営の中心

的な役割を担っていただき、利用者、介護者、

運営側それぞれに成果があることから、これ

まで継続されてきているものと考えていると

ころであります。 

課題といたしましては、必要な方がカフェ

を利用できるようにすることと、国におきま

しても、認知症の方が、支える側として活躍

できる環境を整えるという方針で進めており

ますので、認知症の方がカフェの中で役割を

持てるような取り組みを広げることであり、

今後はおれんじカフェぴぱ実行委員会の中で

検討を深めてまいりたいと考えているところ

であります。 

いずれにいたしましても、この度、本市の

認知症カフェの取り組みが評価され、国が作

成する実践集に掲載されることとなり、活動

を振り返る良い機会を与えていただいたもの

と考えておりますし、全国からもご意見をい

ただき、今後もより良い運営に努めてまいり

たいと考えております。 

次に、受動喫煙防止条例についてでありま

すが、これまでの取り組み状況につきまして

は、条例の趣旨であります受動喫煙による健

康被害を避け、健康づくりをより一層推進す

ることができますよう啓発などにより、受動

喫煙防止のための社会環境の整備を促進して

きたところであります。 

このことにより、会議や地域の集会におい

て灰皿が出なくなったり、受動喫煙が減った

という市民の声や、父兄参観日での喫煙防止

教育がきっかけとなり、敷地内禁煙が進んだ

こと、さらには、美唄商工会議所広報紙に「受

動喫煙防止へのご協力のお願い」が掲載され

るなど、市民や地域、学校、事業所などでの

取り組みへと広がってきているところであり

ます。 

次に、条例制定による効果検証につきまし

ては、条例制定以前より、受動喫煙に関する

アンケートを実施しており、「受動喫煙という

言葉の認知度」につきましては、平成27年の

83.8％に対して、平成30年は90.1％で6.3ポイ

ントの増、「受動喫煙対策を進めることに賛成

の方」は平成27年の80.5％に対して、平成30

年は87.0％で6.5ポイントの増となり、市民の

皆様には、一定程度のご理解が進んでいるも

のと判断しているとこであります。 

また、同様に事業所に対しまして、アンケ

ートを実施しており、「屋内施設での受動喫煙

防止の取り組み」につきまして、平成27年の

48.0％に対して、平成30年は72.6％で24.6ポ

イントの増となり、事業所での取り組みが大

きく進捗したと考えているところであります。 

さらに、市民の健康への影響調査としまし

ては、美唄市医師会と共同で、近隣病院の協

力を得て、条例制定前後の脳疾患・心疾患患

者数の推移を調べており、詳細な分析結果に
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つきましては、平成31年度に公表する予定と

しているところであります。 

また、課題についてでありますが、低体重

児や早産などへの健康影響が確実にあるとさ

れている妊産婦やその家族、未成年者がいる

家庭において、健康への影響リスクが浸透し

ていないことなどが課題となっていることか

ら、妊産婦とその家族を対象といたしました

禁煙相談支援事業を平成31年度から取り組む

こととしたところであります。 

次に、今後の取り組みに対する考え方につ

きましては、昨年７月に公共の場での屋内禁

煙を罰則つきで義務付けた健康増進法の改正

が行われ、2020年４月には全面施行となる予

定でありますことから、本市受動喫煙防止条

例につきましても、見直しが必要と考えてい

るところであります。 

このため、他の自治体に先駆け取り組んで

おりました本市といたしましては、上位法で

ある改正健康増進法とは違う、妊産婦や子ど

も、その家庭に対しまして一層の取り組みが

促進されるような、本市独自の特色を打ち出

してまいりたいと考えているところであり、

平成31年度中の改正をめどに、既存の市民団

体で組織された委員会等で協議していただく

こととなっているところであります。 

次に、市立病院の職員体制について、医師

や看護師等医療スタッフの体制についてであ

りますが、本年度は新たに内科常勤医１名を

採用したほか、整形外科常勤医の退職に伴い、

出張医を週１回外来に配置したところであり

ます。 

これまでも、大学医局への医師派遣要請や

民間紹介会社への登録、ホームページでの募

集、人脈による求人活動を継続してきている

ところでありますが、厳しい状況として受け

止めているところであり、今後も医師の確保

に向けては、最大限の努力をしてまいりたい

と考えているところであります。 

また、医師事務作業補助者の状況につきま

しては、昨年２名を配置し、医師の指示のも

と、診断書の作成やオーダリングの代行入力

を行うなど、医師の負担軽減を図っていると

ころであります。 

また、スタッフの資質向上につきましては、

これまでも各種研修会への積極的な参加など、

職員のスキルアップに努めてきており、平成

31年度には、看護師１名が認知症に関する認

定看護師の資格を取得のため、半年間の専門

教育を受講することとしているところであり

ます。 

スタッフの接遇につきましても、患者さん

やご家族の目線に立った医療サービスの推進

に向け、意識向上を図り、市民の皆様に親し

まれる病院づくりに努めてまいりたいと考え

ているところであります。 

次に、市内病院の病床機能の特徴と市立病

院の病床の考え方についてでありますが、現

在、市内には介護型療養病棟を持つ民間病院

のほか、せき損センターが脊髄損傷や整形外

科を中心とした入院医療を行っているところ

であります。 

これまで、市内４病院の事務長会議におき

まして、将来の病床数や病床転換などの方針

について情報共有・意見交換を行うとともに、

市立病院の建替え計画につきましても、情報

共有をしているところであります。 

市立病院の病床機能といたしましては、救
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急告示病院として一般病床を継続するととも

に、医療必要度の高い高齢患者につきまして

も、医療型療養病棟で受け入れる必要がある

と考えているところであります。 

なお、南空知医療圏域につきましては、現

在、回復期病床が大きく不足しておりますこ

とから、新病院では一般病棟内に新たに地域

包括ケア病床12床を設置し、手術などによる

急性期医療を終えた患者さんを受け入れ、在

宅復帰につなげようと考えているところであ

りますが、これに先行して、今月、１病室４

床についての届け出を行ったところであり、

平成31年度には、さらに４床の届け出を行う

予定としているところであります。 

いずれにいたしましても、今後の地域医療

を考えていくうえで、市内医療機関が担うこ

との困難な病床機能も取り入れつつ、他医療

機関との連携を図ってまいりたいと考えてい

るところでございます。 

次に、今後どのような特徴を持った病院と

して進めていくのかについてでありますが、

市立病院は、日本プライマリ・ケア連合学会

北海道ブロック支部の事務局を担当してから

２年が経過したところでございます。 

この間、現支部長が総合診療医として市立

病院に勤務し、その後、札幌医科大学の教授

に就任されてからも、週１回の外来診療や月

数回の当直を行っていただいているところで

あります。 

幅広い診療を行える総合診療医の確保は、

本市の目指すところであり、現在のかかわり

を持ちながら、総合診療医の確保に努めてま

いりたいと考えております。 

また、地域医療機関との具体的な連携の考

え方についてでありますが、ケアマネジャー

などとの連携により、入退院支援強化や、在

宅医療サービスなどの充実、認知症ケアや家

族への支援を充実するとともに、新しく地域

包括ケア病床を設置いたしましたことにより、

急性期の医療機関から積極的に患者さんの受

け入れを行い、早期に在宅復帰につなげられ

るよう、緊密に連携してまいりたいと考えて

いるところであります。 

●議長小関勝教君 教育長。 

●教育長星野恒徳君（登壇） 松山議員の質

問にお答えいたします。 

外国人児童生徒の受入れについてでありま

すが、憲法及び教育基本法では、国民はその

保護する子女に普通教育を受けさせる義務を

負うものとされ、普通教育を受けさせる義務

は、日本の国籍を有する者に課せられたもの

となっており、外国人は対象外とされている

ところでございます。 

一方、子どもの権利条約及び国際人権規約

では、公立の小学校、中学校では、入学を希

望する外国人の子どもを受け入れる措置を講

ずるよう求めており、これら条約等において

子どもはどこで生まれても、どこで生活をし

ても、外国人の子どもの教育を受ける権利を

保障しているところでございます。 

具体的に申し上げますと、義務教育の就学

年齢にある外国人の子どもが外国人登録をさ

れますと、教育委員会はその登録内容に基づ

き、外国人の保護者等に対しまして、就学案

内を行うとともに、外国人の子どもが公立の

小学校や中学校への入学を希望する場合、教

育委員会は入学すべき学校を指定し、入学さ

せることとなっているところでございます。 
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外国人の児童生徒の受け入れの実態であり

ますが、文部科学省では、日本に住む外国人

の子どもの就学状況について、早ければ４月

に、初めての全国調査を行うこととしており

ますが、法務省の統計調査によりますと、日

本に住民登録をしている６歳から14歳の外国

人は約12万人おり、このうち文部科学省の学

校統計調査や各種学校の調査などで、就学状

況が把握できていない子どもが１万8,000人

ほどいるという調査結果が出ているところで

ございます。 

本市における受け入れ状況につきましては、

平成29年５月29日から、市内の小学校で児童

１名を受け入れているところでございます。 

道内他市の状況については把握しておりま

せんが、我が国で就労する外国人は、平成29

年10月末時点で128万人となっているとの報

道や、平成30年12月「特定技能」という新し

い在留資格で外国人労働者を受け入れる出入

国管理法の改正が成立したことなどから、今

後さらに外国人労働者やその家族も増加し、

これに伴い、外国人児童・生徒の就学につい

ても多くなるものと推測しているところでご

ざいます。 

●議長小関勝教君 ３番、松山教宗議員。 

●３番松山教宗議員 自席にて４点ほど再質

問したいと思います。 

１点目は、認知症施策の推進事業について

でありますが、市内で移動おれんじカフェを

行っていると思います。今後、高齢者がよく

立ち寄る地域や、例えばアルテピアッツァな

ど、いつもの環境と違う雰囲気のある場所で、

これからも多くの方々にこの取り組みを理解

してもらいながら進めていくことが必要であ

ると思いますので、改めて市長に伺います。 

また、保健福祉総合施設の中にも、市民が

交流できる場を設けると聞いておりますが、

おれんじカフェの場所については今後どのよ

うな展望を持っているのか伺います。 

２点目は、受動喫煙防止条例についてであ

りますが、市長は、平成31年度中に改正に向

けてめどをつけるとありましたが、市民の健

康寿命延伸や健康に寄与する条例として、先

進的に本市は取り組まれていると思いますし、

しっかりと改正すべきであると思いますので、

改めて市長がどのようなお考えなのか伺いた

いと思います。 

３点目は、市立病院の職員体制についてで

ありますが、ご答弁に、看護師１名が認知症

に関する認定看護師の資格取得のため、専門

教育を受講することが示されておりましたが、

今後、本市においては、在宅医療などを考え

た場合、専門的な知識を有する看護師の配置

が必要だと思いますし、患者さんにとっても

安心で重要なことだと思います。 

今後、それだけではなくて、認定看護師の

他の部分もありますし、積極的に多くの育成

をすべきであると考えますので、改めて市長

にお伺いをしたいと思います。 

４点目でありますが、外国人児童生徒の受

け入れ体制についてでありますが、現在、受

け入れにあたっては、具体的にどのような就

学支援を行っているのでしょうか。 

また今後、外国人労働者が拡大していきま

す。地方においてもそうだと思います。その

受け入れ体制の構築はとても重要で必要であ

ると思いますので、全体的な考え方について

教育長にお伺いをします。 
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●議長小関勝教君 市長。 

●市長髙橋幹夫君 松山議員の質問にお答え

いたします。 

初めに、移動おれんじフェにつきましては、

介護保険施設や福祉会館で行っており、実施

に当たりましては、認知症の方や家族が、お

れんじカフェに来るきっかけにしていただき、

町内会や近隣の方々が参加することで、認知

症についての理解を深め、ご近所の認知症の

方を見守ることができる地域にしていく取り

組みになればと考えて実施をしているところ

であります。 

また、来年度は地域からの要望で、中村地

区におきまして、移動おれんじカフェを実施

する予定で、今後はさらに、地域が自ら移動

おれんじカフェに取り組むことができるよう、

貯筋体操や家庭訪問などで周知してまいりた

いと考えているところでございます。 

次に、保健福祉総合施設につきましては、

地域包括ケアシステムの中核となる施設とし

て市立美唄病院への併設を計画しており、お

れんじカフェにつきましても、施設内での開

設を考えているところで、今後とも、本人と

家族が安心してくつろげる場所を提供できる

よう、努めてまいりたいと考えているところ

であります。 

次に、条例改正についてでありますが、市

民の認知度も高く、受動喫煙防止の取り組み

も広がってきておりますことから、その広が

りをさらに拡大するために、私といたしまし

ては、市民の自主的な取り組みを後押しする

とともに、改正された健康増進法にはない特

色を持ち、市民同士が連携し、協働して進め

る健康づくりが促進される条例の改正を目指

したいと考えているところでございます。 

次に、認定看護師などの専門性を持った職

員の育成についてでありますが、臨床現場の

エキスパートとして、認定看護師の役割は大

変期待されており、診療報酬の加算の対象と

されているところでもあります。 

また、認定看護には、認知症のほか感染看

護、訪問看護などの分野がありますことから、

今後も専門教育の受講について検討するとと

もに、他の職種におきましても、専門性を発

揮できるよう、職員の育成に努めてまいりた

いと考えているところでございます。 

●議長小関勝教君 教育長。 

●教育長星野恒徳君 松山議員の質問にお答

えいたします。 

外国人の児童生徒の受け入れの現状につい

てでございますが、児童生徒の母国語や日本

語の習得度、そして生活習慣等から、各自治

体での対応が異なっているところでございま

す。 

本市で受け入れている児童につきましては、

日本語が話せないことから、火曜日から金曜

日の午前中の授業に、英会話のできる専任の

教育支援員を配置し、外国人児童生徒の就学

支援を行っているところでございます。 

今後の受け入れ体制についてでございます

が、外国人労働者の受け入れが拡大する中、

教育委員会といたしましては、まずは実態把

握が必要であると考えているところでござい

ます。普通教育を受けさせるべき児童生徒が

いる外国人が登録に来庁した場合は、外国人

登録の担当部署から外国人登録情報を速やか

に教育委員会に提供できる体制づくりを進め

ますとともに、保護者に対する就学相談や児
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童生徒がスムーズに学校になれ親しむことが

できるよう体験入学を行うなど、学校と連携

し、必要な対応をしてまいりたいと考えてお

ります。 

●議長小関勝教君 一般質問中ですが、土井

議員の一般質問は午後からといたしたいと思

います。 

午後１時まで休憩いたします。 

 

午前１１時５８分 休憩 

午後 １ 時００分 開議 

 

●議長小関勝教君 休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

土井議員の質問から入ります。 

 12番、土井敏興議員。           

●12番土井敏興議員（登壇） 質問に入りま

す前に、先ほど同僚議員からもございました

けれども、今から８年前の本日午後２時46分、

東日本大震災が発生し、大津波や原発の事故

により未曾有の大災害となり、多くの犠牲者

や被害者をもたらし、現在は徐々に復興は進

んでおりますけれども、いまだ完全復興には

いたらない状況にあります。 

犠牲となられた方や、被害者の方々に改め

て追悼の意とお見舞いを申し上げる次第であ

り、１日も早い復興をお祈りいたす次第でご

ざいます。 

また、私ごとでございますけれども、喉を

少し痛めておりまして、咳き込むなどのこと

でお聞き苦しい点があるかと思いますけれど

も、ご了承いただきたいと思います。 

それでは、質問に入ります。 

平成31年第１回市議会定例会にあたり、大

綱３点について市長並びに教育長にお伺いを

いたします。 

大綱の１点目は、市政執行方針について市

長にお伺いをいたします。 

その１つ目として、行財政運営につきまし

て、さきに同僚議員から決算の見通し等につ

いてお尋ねがあり、厳しい内容である旨のご

答弁がございましたが、国の動向によります

と、全体として景気も緩やかな上昇基調のも

と、求人倍率も依然として高水準であり、底

堅さがうたわれておりますけれども、本市を

はじめとする過疎地域にあっては、直面する

諸課題から経済活動も非常に厳しい状況下に

おかれ、しかも人口の減少等が顕著となり、

年々税収が漸減している状況にあるものと思

うところであります。 

税は行財政執行の根幹をなすものであり、

安定的であることが基本であります。よって、

この５年ほどの市税等の収納状況やそれらの

動向についてどのようにとらえているのかお

伺いをいたします。 

また、このたび監査委員より行政監査の結

果につきまして報告があり、その中で、未収

金等の対策や不納欠損に至るまでの対策など、

いわゆる滞納状況の把握やその整理につきま

して指摘がなされていますけれども、税負担

における市民の公平性の担保という観点から、

それらをどのように考えておられるのかお尋

ねをいたします。 

よって、今後、市税等の収納のあり方、引

き続き美唄市に住み続けていただくためにも、

市民理解や周知について、どのように取り組

んでいかれようとしているのかもお伺いいた

します。 
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２点目には、都市基盤整備等につきまして、

１つ目には、市として、これまで民間住宅に

対し、バリアフリー化や耐震診断あるいは耐

震改修の助成制度を設け取り組んでおりまし

たが、市内には老朽化した住宅や廃屋、また

危険と思われる住宅も相当数存在しているも

のと思うところであります。新年度に向け、

そうした住宅の解体等のいわゆる除却費につ

いて支援を行うとのことでありますが、その

具体的な内容と規模についてお伺いをいたし

ます。 

都市整備の２点目についてでありますが、

上下水道の関係につきまして、これまで市民

に対し、安心で安全な飲料水の提供や、衛生

的で快適な暮らしを守るため、さまざまな工

夫と努力を重ねてこられたと思うところであ

りますが、この度、新たに経営改善に向けた

市民委員会を設置されるとのことであり、ど

のような背景からなのか、また、設置の内容

や構成、設置時期等についてお伺いをいたし

ます。 

３点目は遅れていると思われる本市の中心

地区、いわゆる条丁目表示地区と申し上げれ

ばよいのかもしれませんが、街路、生活道路

等の補修や改修について、先に同僚議員から

もお尋ねがありましたが、これらの整備が

除々には進んでいるようでありますけれども、

町内会等より約6,000メートル弱の改修要望

に対し、整備された区間は、この５年間で

1,300メートル程度とのことであり、４分の１

以下の状況で、全体として非常に遅れている

と感じているところであります。 

厳しい財政環境下での対応は理解するとこ

ろでありますが、現在、本市は、市長を先頭

に自転車の活用等により、国内外から利用者

を呼び込むインバウンド対策に力を注ぎ、そ

れを美唄が持つ自然景観とマッチさせ、観光

振興の軸として、展開のご努力をされている

ことは承知をしているところであります。ま

たさらには、自転車を活用したまちづくりを

推進する全国市町村長の会の北海道ブロック

長もなされているとのことでもありますこと

からしても、私は車であれ、自転車であれ、

あるいは歩行者であれ、この美唄のまち中に

足を踏み入れていただいた時に、それらの道

路の整備の状況によっては、その人の持つ印

象度は大きく変わるものではないかと思うと

ころであります。言わば街中の道路は人に例

えるならば、顔と言えましょうし、その表情

が良いのか悪いのかによって当然評価が変わ

ると思います。これも言いかえるならば、整

備をされた道路は、まさに美唄にとっても観

光資源の１つと言えるのではないでしょうか。

またコンパクトなまちづくりを進めようとし

ている状況からして、高齢化がより加速する

中、１日も早く自転車利用者や歩行者のため

にも、膨大な量の土のうパッチワークから卒

業しなければならないと思うところであり、

安心して通行していただけるためにも、これ

らの道路の整備を加速すべきと思うところで

ありますけれども、お考えをお伺いいたした

いと思います。 

大綱の２つ目は、自転車等の安全な利用に

関してでありますが、私はこの取り組みにつ

きまして、歩行者や車に注意しつつ、安心で

安全な自転車の利用を促すべく、これらに関

する条例の制定についてこれまで２回にわた

りお尋ねをしてまいりました。その間、前に
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進めるためにも、先進事例等を含め、調査研

究をするとのことでありました。 

昨年市内で行ったそれらに関する調査内容

とその結果についてはどのようなものであっ

たのか、これらの結果を踏まえ、今後どのよ

うに取り組まれるのかお伺いをいたします。 

大綱の３点目は、教育行政執行方針につき

まして教育長にお伺いをいたします。 

１つ目は、学校教育等についてであります

が、方針の中で、急激な変化が常態化し、予

測が困難な時代にあっても、確かな学力、健

やかな体、豊かな心を育て、しっかりと生き

る力を身につけさせることが求められている

としています。 

そこで１点目は、確かな学力の育成につい

てでありますが、同僚議員からもお尋ねがあ

り、いささか重なる点もあろうかと思います

けれどもお伺いをいたします。 

これまで子どもたちの基礎学力の向上に向

け、さまざまな工夫のもと取り組まれてきた

ところであり、学力テスト等の結果や動向か

ら見て、なかなか納得のいく成果に結びつく

ところまで行き着いていないのではないかと

思うところでありますが、その要因等につい

てどのように分析等されているのかお伺いを

いたします。 

また、以前から学力向上プロジェクトチー

ムを構成し、確かな学力育成プランの取り組

みもなされてきたところでありますが、それ

らは、これまでどうであったのか、また検証

を経て、今後どのように取り組まれるのか、

国内はもとより、過疎地域においては、少子

高齢化がますます加速する中、今後、子ども

一人ひとりの存在が重くなっていくと同時に、

必然的にその期待も大きく膨らんでいくもの

と思うところであります。さらには地域を牽

引していく人材として育ってほしいと強く願

うものでもあります。よって、家庭と学校の

つながりをより強くしていくべきと考えます

が、それらについてもどのように進められる

のかお伺いいたします。 

次に、健やかな体の育成についてでありま

す。同僚議員のお尋ねと一部重複しますが、

お伺いをいたします。 

基礎学力の向上とともに、基礎体力づくり

も重要なテーマであります。よって、体力や

運動能力の調査結果についてもどのように分

析をされ、これまでどう取り組んでこられた

のか、体力についても学力と同様に家庭との

つながりを深め、継続して、息の長い取り組

みが必要と考えますが、今後においては指導

の改善やその充実を図ることはもちろんのこ

と、より家庭、保護者、地域との連携の強化

を図ることも重要と考えますがいかがでしょ

うか。 

３点目は、学校給食についてであります。

これも一部同僚議員の質問と重なりますが、

視点が若干違いますので、お伺いをさせてい

ただきたいと思います。 

子どもたちの健やかな成長には、食事は欠

かすことのできない重要な要素の１つであり

ます。そうした中、近年家庭における食事の

バランスが問われ、社会問題となっており、

中には朝食をとらなかったり、インスタント

食品等に偏ったりなど、成長期の子どもたち

にとっては好ましい傾向とは言えない状況で

あると思うところであります。 

よって、学校給食のあり方の重要性が増し
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ており、給食の提供にあたり、子どもたちの

健やかな成長を促す観点からも、日常、子ど

もたちや、家庭への説明を含め、どういった

点に留意して取り組んでいるのかについてお

尋ねいたします。 

また、給食の食材等の調達方法と地元美唄

産の主要な野菜等について、この３年程度の

使用実態についてもお伺いいたします。 

次に、社会教育の関係についてであります

が、最初に社会教育施設の図書館において、

新年度、市民会館大ホール横に設置する雪を

ためるいわゆる貯雪場の雪を活用して、雪冷

房で利用者に居心地のよい環境を提供する予

定とのことでありますが、この装置の採用に

当たってこれまでどのように検討され、また

厳しい財政下にあっても、経年の中で費用対

効果が確保されるということなのでしょうか、

その点についてお伺いをいたします。 

２つ目は、生涯スポーツの振興についてで

ありますが、スポーツ健康宣言都市の取り組

みに基づき、さまざまなメニューを提供し、

市民の皆さんに親しんでいただけるよう、そ

の環境づくりに苦心されているご努力には敬

意を表するところであります。 

中でも、体育センターのクライミング設備

については、近年利用者も増加しており、市

内はもとより市外からも多く訪れていること

から、今後においてもさらなる活用が期待さ

れるところであります。 

よって、近年の利用状況や利用者の声等に

ついてはどのように把握をしているのかをお

伺いをいたしたいと思います。 

また、利用者からは、できればスピードと

言われる設備の設置を望む声もあるとも聞き

及んでいるところでありますが、これらの設

置についてはどのようにお考えをお持ちでし

ょうか、お伺いいたします。 

●議長小関勝教君 市長。 

●市長髙橋幹夫君（登壇） 土井議員の質問

にお答えいたします。 

初めに、市政執行方針について、行財政運

営についてでありますが、市税等の収納状況

や動向につきましては、本市の取り巻く現状

は、人口減少や少子高齢化が進む中、本市の

歳入総括予算が年々減少している状況にあり、

持続可能な行財政運営を進めるためには、自

主財源である市税などの収入確保が重要であ

ります。 

市税におきまして、過去５年間の収納率は

現年度分と滞納繰越分を合わせたもので、平

成25年度は88.6％、平成26年度は89.1％、平

成27年度は89.9％、平成28年度は91.4％、平

成29年度は91.9％と年々上昇しているところ

であり、引き続き税収の確保に努めなければ

ならないものと考えているところでございま

す。 

一方で、不納欠損額におきましては、一般

会計と特別会計を合わせたもので、平成25年

度は5,682万8,486円、平成26年度は6,086万

5,044円、平成27年度は6,297万1,228円、平成

28年度は6,290万3,212円、平成29年度は7,225

万632円と増加しており、適正な債権管理の重

要性について確認しているところであります。 

次に、市民の公平性につきましては、市税

のほか、各会計の手数料や使用料などの収入

の確保におきまして、関係法令や美唄市私債

権管理条例に基づいて進めているところであ

りますが、この度の行政監査報告の結果につ
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きましては真摯に受け止め、債権管理台帳の

整備をさらに徹底し、個別面談などにより、

滞納されている方の生活状況や財産の有無、

また、滞納に至った経緯を詳細に聞き取るな

ど、支払い能力を慎重に判断したうえで、状

況に応じ強制徴収や徴収停止の措置を講じな

がら未収金の解消に努め、公平性を図ってま

いりたいと考えているところであります。 

次に、市民理解や周知につきましては、現

在、市税において差し押さえが必要だと判断

した方に対しましては、預貯金や給与等の債

権を中心に執行しているほか、国税や道税還

付金の差し押さえ、タイヤロックによる自動

車などの差し押さえ、自宅に立入調査し、財

産をその場で差し押さえる捜索など、引き続

き継続していくこととしております。 

今後も、期限内に納めていただいておりま

す市民の皆様の目線で滞納整理を進め、その

取り組みにつきましては、広報紙や新聞等の

メディアを通じ、市民の皆様に周知してまい

りたいと考えてございます。 

次に、都市基盤整備等についてであります

が、民間住宅に対する除却費支援の内容や規

模につきましては、木造住宅の耐震化率の向

上を目的として、これまでの耐震診断、耐震

改修の助成制度に加え、旧耐震基準で建築さ

れ、かつ耐震診断において、倒壊の危険性が

ある木造住宅を除却しようとする所有者に対

しまして、除却に要する費用の一部を助成す

る制度を新たに設けるものであります。 

助成金額につきましては、除却対象経費の

２割以内で上限額を20万円とするものであり、

件数につきましては、15件程度と見込んでお

り、助成予定額としましては約300万円程度と

考えているところであります。 

次に、上下水道事業の経営改善に向けた市

民委員会設置の内容についてでありますが、

上下水道事業の経営につきましては、平成20

年度に下水道使用料、平成27年度には水道料

金の値上げを実施して以来、本年まで健全な

事業運営を維持しているところであります。 

しかしながら、人口減少に伴う水需要が

年々低下し、水道料金や下水道使用料の収益

がさらに減少となることが予想されるほか、

施設の老朽化に伴う更新費用が増加するもの

と見込まれているところであります。 

このことから、将来に向け安定した経営を

図るうえで、幅広く市民に意見や理解を求め

ることが重要であると考え、８月をめどに、

学識経験者や市内団体などの代表者のほか、

市民公募によります８名程度で構成する市民

委員会を設置し、水道事業及び下水道事業の

経営状況の把握と、より一層の健全化を推進

できるよう、早い段階での協議を進め、上下

水道事業の今後のあり方について検討してま

いりたいと考えているところであります。 

次に、遅れている中心地区の街路の補修や

改修等につきましては、生活道路のほとんど

が凍上を防止するための路盤材を使用してい

ない、簡易的に舗装を行ったもので、このよ

うな道路に上下水道管などを埋設した箇所で

は、路盤材を使用して施工しているため、路

盤構成が不均一となってしまうことから、凍

上現象に違いが生じ段差が現れている状況で

あり、その多くは、土のうにより解消し、通

行を確保しているところであります。 

幹線道路につきましては、総合交通体系基

本計画に基づき、改修を執り進めており、平
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成30年度に美培線とゆたかニュータウン１線

の整備を終え、平成31年度は、新たに東雲線

のほか、地域からのご要望を受けまして整備

している中央団地線の改良舗装は、昨年度に

引き続き実施する計画としているところであ

ります。 

また、中心地区の道路整備につきましては、

凍上などの影響により、舗装面の損傷が進ん

だ道路の再整備のご要望を多数いただいてい

るところでありますが、損傷した道路の再整

備は、路盤改良を行なわなければならないこ

とから、工事費がかさみ、計画的な進捗が図

れない状況となっているところであります。 

このため、サイクリングやインバウンドの

推進を図っていることや、コンパクトなまち

づくりを進めるうえで、最も重要なインフラ

である道路の整備は進めていかなければなら

ないものと考えておりますが、交通量が少な

い住宅地の道路では、補助金など有効な財源

となるものがないことから、事業費の確保が

課題となっているところであります。 

次に、交通行政についてでありますが、自

転車等の安全な利用に関する取り組みにつき

ましては、本市では、昨年の８月４日に「自

転車利用に関するアンケート調査」を実施し、

日常における自転車の使用頻度や北海道自転

車条例の認知度、自転車保険加入のほか、自

転車交通ルール順守のために取り組むべき対

策について調査をしたところであります。 

その結果、北海道自転車条例の認知度は

58％、自転車保険加入率は35％、また、ルー

ル順守のために取り組むべき対策としては、

「自転車の通行環境整備の推進」が60％のほ

か、「学校・地域における交通安全教育の強化」

が50％、「交通ルールに関する広報啓発の強

化」が48％の市民の方から必要との回答があ

ったところであります。 

本市につきましては、現在のところ、自転

車が加害者になる事故による高額な損害賠償

事例は発生しておりませんが、自転車の機能

が進化しスピードが出ることや、利用者のマ

ナーの悪さなどから、他市においては、自転

車と歩行者の事故も多くなってきている状況

でありますが、昨年４月に施行されました「北

海道自転車条例」において、基本的施策とし

て、自転車交通安全教育の推進、自転車損害

賠償保険などへの加入促進などを規定してい

ることから、今後におきましては、北海道自

転車条例に基づき、さまざまな機会を通じ、

関係団体との協働のもと、自転車利用の安全

確保などを図ってまいりたいと考えていると

ころであります。 

●議長小関勝教君 教育長。 

●教育長星野恒徳君（登壇） 土井議員の質

問にお答えします。 

初めに、学校教育等について、本市の学力

向上に向けた取り組みについてでありますが、

市内小中学校の校長・教頭・教員で組織した

学力向上プロジェクトチームがまとめた確か

な学力向上プランを、教員が授業の中で、児

童生徒が理解しやすく工夫して活用している

ところでございます。 

成果といたしましては、全国学力テストの

結果によりますと、今年度、中学３年生の結

果を６年生当時、平成27年度の結果と比較し

ますと、国語Ａでは平均正答率が８ポイント

上がり、国語Ｂでは１ポイント上がり、算数

Ａでは９ポイント下がりますが、算数Ｂでは
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２ポイント上がっており、４科目の中で３科

目が、成長した中学３年時の方が上回る結果

となっており、少しずつ成果に結びついてい

ると考えております。 

しかしながら、本市の児童生徒は、各教科

とも共通して「読む力」と読んだ内容をまと

めて理解する「読解力」、家庭での学習時間が

不足していること等が要因で、全国学力テス

トの結果が全国・全道と比較して、多くの項

目で下回る結果となっていることを踏まえ、

教育委員会といたしましては、学力向上プロ

ジェクトチームがまとめた「確かな学力育成

プラン」及び「家庭学習の手引き」の活用を

さらに促進してまいりたいと考えております。 

次に、確かな学力育成プランにつきまして

は、すべての教職員に配付し、このプランを

もとに授業改善を行っているとともに、保護

者に対しては「確かな学力育成プラン概要版」

として配付し、学校と家庭が一体となって学

力の向上に努めているところでございますが、

本市の児童生徒は、全国・全道と比較しスマ

ートフォン等の使用時間が長く、その分、家

庭での学習時間が短いことから、プランに示

される確かな学力が身についていない状況と

なっております。 

このことから、教育委員会といたしまして

は、新年度に学力向上プロジェクトチームが

作成するプランの中に、家庭での正しい学

習・生活習慣の確立方法について盛り込むよ

う、連携して取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

次に、健やかな体の育成についてでござい

ますが、小学５年生と中学２年生を対象とす

る全国体力・運動能力・運動習慣等調査の結

果、本市の児童生徒は、小中共通の握力、上

体起こし、長座体前屈、反復横跳び、20メー

トルシャトルラン、50メートル走、立ち幅跳

び、小学５年生のソフトボール投げ、中学２

年生のハンドボール投げの全８種目のうち、

小中とも20メートルシャトルランや長座体前

屈などの持久力、柔軟性に課題を持つ結果と

なりました。 

これらの課題を克服すべく、各学校では、

特色ある体育的活動として、縄跳びや一輪車

を積極的に取り入れたり、校舎周辺にパーク

ゴルフ場のような環境を整備し得点を争った

り、児童会として全校で遊んだり、運動会の

学級練習に積極的に取り組むとともに、年間

を通じて朝の時間帯に体と頭の体操をするサ

ーキット運動に取り組んでいる学校もあり、

児童生徒も自分の記録が伸びることに喜びを

感じたり、自分たちが計画した体育的活動に

積極的に取り組んでおり、これら取り組みを

通じて、少しずつ体力の向上に結びついてい

るものと考えております。 

次に、家庭等との連携についてでございま

すが、児童生徒の体力向上を図るためには、

保護者自らが早寝・早起き・朝ご飯を実践す

るとともに、児童生徒の前でスマートフォン

等を使用しない、児童生徒にも使用を制限す

るなど、保護者と児童生徒が正しい生活習慣

を確立することが必要であることから、教育

委員会といたしましては、学校便り等を通じ、

これら生活習慣の確立について周知・啓発し

てまいりたいと考えております。 

次に、学校給食等についてでありますが、

児童生徒に望ましい食習慣と食に関する正し

い知識を身につけさせるため、栄養教諭によ
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る継続的な食育授業を実施するとともに、ふ

るさと給食など、アスパラや玉ねぎなど地場

産物を豊富に取り入れた献立作成を行ってい

るところでございます。 

また、保護者の皆様へは毎月発行する給食

だよりや参観日などにあわせて実施される給

食試食会の際に発行する試食会だより等によ

り、給食についての基本的な考え方をお知ら

せしているところでございます。 

給食の食材調達方法につきましては、米は

100％地元ＪＡから仕入れているほか、地元の

生産者グループから低農薬・無農薬栽培の生

鮮野菜を直接仕入れるなど、食育の観点から

も、可能な限り美唄産、道産、国産の順で調

達するようにしているところでございます。 

また、美唄産の食材のうち主な生鮮野菜に

ついて、過去３年間における年間総使用量及

び１日当たりの平均使用量で申し上げますと、

玉ねぎについては、平成27年度は607kg、１日

当たり約３kg、平成28年度は1,032kg、１日当

たり約５kg、平成29年度は932kg、１日当たり

約５kg、キャベツについては、平成27年度は

1,443kg、１日当たり約７kg、平成28年度は

414kg、１日当たり約２kg、平成29年度は

1,204kg、１日当たり約６kg、大根については、

平成27年度は833kg、１日当たり約４kg、平成

28年度は852kg、１日当たり約４kg、平成29

年度は1,247kg、１日当たり約６kg、ジャガイ

モについては、平成27年度は1,959kg、１日当

たり約10kg、平成28年度は473kg、１日当たり

約２kg、平成29年度は1,565kg、１日当たり約

８kgとなっており、各年度における年間給食

日数と１日当たりの平均提供食数につきまし

ては、平成27年度は年間199日、１日平均1,575

食、平成28年度は年間199日、１日平均1,503

食、平成29年度は年間199日、１日平均1,433

食となっております。 

なお、美唄産の野菜は、基本的に年間計画

により栽培していただいているところですが、

同じ野菜でも天候不順等により、収量の減な

どがあることから、総使用量に大きな差があ

るところでございます。 

次に、社会教育施設等の充実についてでご

ざいますが、図書館閲覧室への雪冷房設置に

ついてでありますが、これまで利用者から、

夏場の暑い時期に快適に読書や勉強・調べも

のができるよう冷房設置の要望があり、当初

は電気冷房設備を設置する方向で指定管理者

と協議したところでございますが、この雪冷

房を導入するとした場合、平成27年度の地方

創生事業で実施した市民会館大ホールのサイ

ドステージ及びホワイエの雪冷房に使用して

いる雪山の活用が、技術的に可能であること

が協議の段階でわかったところでございます。 

このことから、教育委員会といたしまして

は、数年程度の比較で、既存の雪山を活用し

た初期投資と毎月の電気代の費用を合わせた

トータルコストでは、電気冷房よりもコスト

が高くなることが見込まれるものの、電気代

が10分の１程度であることや、本市が進める

雪冷房設備を公共施設に導入する取り組みが

広く情報発信されることは、地域活性化にも

つながることが期待されるものと考え雪冷房

設備を選択したところでございます。 

次に、生涯スポーツの振興についてでござ

いますが、クライミング利用者数につきまし

ては、現在の体育センターの供用開始からの

利用者は、平成26年度1,476人、平成27年度
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1,381人、平成28年度2,248人、平成29年度

3,041人、今年度は２月末で3,331人と年々増

加しております。 

利用割合は、ほとんどが個人利用であり、

団体では北海道山岳連盟のユース選手や遠軽

高校の部活動、函館のクライミングジムの選

手の合宿利用などで複数回利用されていると

ころでございます。 

利用者からは、「本格的にクライミングに取

り組め、トレーニング環境としての価値が高

い」との声がある一方で、既存のリード壁が

15年経過し、パネルの劣化やホールドを固定

するツメ付きナットが取れているため、団体

利用者からは、「パネルの更新とともに、さま

ざまな形や大きさのホールドを定期的に購入

し、壁に変化をつけてほしい」との意見が寄

せられているところでございます。 

またスピード壁の設置につきましては、

2020東京オリンピックの事前合宿誘致にあわ

せ検討いたしましたが、現在の体育センター

の天井高では、高さ15mのスピード壁を設置す

ることは、構造上難しいところであります。 

このことから、教育委員会といたしまして

は、現在設置しているクライミング壁の整

備・拡充により、利用者増を図ってまいりた

いと考えております。 

●議長小関勝教君 12番、土井敏興議員。 

●12番土井敏興議員 それぞれお答えをいた

だいとところてございますけれども、何点か

改めてお伺いをいたしたいと思います。 

まず市長にお伺いをいたしますけれども、

最初に街中の道路整備についてでありますが、

生活道路については、簡易舗装によるため損

傷が早く、程度も悪化しているところでもあ

り、同僚議員に対するお答えでも、早期の整

備には財源の確保が課題となるとのことであ

りますけれども、市長も二期目の任期をまも

なく終える時期を迎え、またこのたびの市政

執行方針は、いわゆる３期目に向けて、これ

まで取り組んでこられたことを、大きく花開

かせるその土台となるものと私は思っており

ますし、次の総合計画にも反映をさせていか

なければならないと思っているところであり

ます。 

先ほど申し上げましたように、自転車にか

かる北海道ブロック長の立場になられ、イン

バウンドを通じて人を呼び込むため、精力的

に活動されていることは十分承知をしている

ところでありますけれども、やはり美唄を訪

れていただいた方々を自信を持ってお迎えす

るためにも、市長としての政治判断も含めま

して、道路整備を加速すべきと考えるところ

でありますけれども、改めてご見解をお伺い

したいと思います。 

次に、自転車についてでありますけれども、

これに関する条例についてはお答えにありま

したように、北海道も昨年、制定・施行され

たところであります。 

一方、全国的に見ますと、昨年４月の段階

で、都道府県を含め、76の自治体で既に制定

をされ、それ以降も制定あるいは制定に向け

整備中を含めますと、優に80を超える状況下

にあると伺っております。 

今ほどのお答えによりますと、北海道の定

めている条例を基本に対応される旨の内容で

ありまして、制定は考えていないようであり

ますが、以前のお答えより残念ではでありま

すけれども、いささか後退したものと私は受
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け止めざるを得ないと思わせていただいてご

ざいますけれども、少なくとも私は、自転車

に関して適正な使用、放置への対応、また事

故等に備えての保険の加入促進など、本当に

市長は美唄市民の安全・安心を強くお考えで

ありましたならば、美唄にふさわしい条例を

私は制定すべきと思いますけれども、この点、

今一度改めてお伺いをいたしたいと思います。 

次に、教育長にお尋ねをいたします。 

まず学校給食についてでありますけれども、

先ほどのお答えの中で、年間当たりの配食日

数、１日当たりの配食数、そして美唄産を主

体として調達に努められていることや、主な

食材の使用量について、およそ理解をさせて

いただいたところでありますけれども、改め

てお伺いをいたしたいのは、市内の生産者の

方々は、さまざまな作物を栽培しているわけ

でありますけれども、栽培環境、あるいは天

候の状況によっては、必ずしも良質なものば

かりが生産されるわけでありません。味は変

わらずとも、見た目が悪いために、あるいは

一定量の生産量に満たないために市場等への

出荷に至らないケースもそれなりにありまし

て、生産者の方々は、忍び難くも廃棄をしな

ければならないところが往々にしてあるわけ

です。 

よって、こうしたものを学校給食等に有効

活用することで、少しでも長期間給食費を引

き上げずに済むことにつながるとともに、生

産者としても、食育という面からは、子ども

たちの健やかな成長に携われること、栽培作

物のロスを減らすことにもなり、できればＪ

Ａの協力も含め、ぜひともそのような仕組み

づくりについてご検討いただきたいと思いま

すけれども、お考えをお伺いいたしたいと思

います。 

次に、クライミングの関係についてであり

ますけれども、私が聞き及んでいる範囲では、

本市の体育センターの施設については評判も

よく、関心の高さを感じているところであり

ます。要望のあるスピード壁については、構

造上の問題もあり、厳しいとのことでありま

すけれども、せっかく評価も上がり、希望も

多いとすれば、クラウドファンディングやふ

るさと納税による応援寄附金、あるいはクラ

イミング用品生産会社、または用品販売店な

どのスポンサー企業を募って財源を確保し、

さまざまな工夫のもと、設置を考える必要が

あるのではないでしょうか。 

また、既存の劣化が進んでいる壁のパネル

等の更新については、早期に対応すべきと考

えるところでありますけれども、それらの対

応については可能であるのかどうなのか、そ

の辺のところについてお伺いをしたいと思い

ます。 

また加えて、市外からの利用者のために、

安価な宿泊施設の確保など、利用者の増加や

合宿誘致などにつなげていくことも私は必要

だと考えるのでありますけれども、教育長の

考えを改めてお伺いします。 

●議長小関勝教君 市長。 

●市長髙橋幹夫君 土井議員の質問にお答え

いたします。 

初めに、遅れている中心地区の街路の補修

や改修等についてでありますが、財源の確保

が課題となっていることをご答弁したところ

でございますが、市といたしましては、「自転

車を活用したまちづくりを推進する全国市区
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町村長の会」の北海道ブロック長となったこ

ともあり、他市町村とも情報の連携を図り、

地域からのご要望に沿えるよう再整備に必要

な事業費の確保について、最大限努めてまい

りたいと考えているところであります。 

次に、本市独自の自転車条例の制定につい

てでありますが、「北海道自転車条例」におき

まして、自転車利用者の責務といたしまして、

自転車利用者及び歩行者の安全確保のほか、

乗車用ヘルメットの着用、夜間の反射器材の

装着に努めるなど、具体的な安全確保策につ

いて規定されておりますことから、今後にお

きましても、北海道自転車条例に基づき、地

域安全パレードや地域安全大会など、さまざ

まな機会を通じ、関係団体との協働のもと、

自転車利用者の安全確保を図っていくための

普及啓発活動を行ってまいりますとともに、

市の条例につきましては、今後どのような条

例を制定したらよいかしっかりと検討してま

いりたいと考えているところでございます。 

●議長小関勝教君 教育長。 

●教育長星野恒徳君 土井議員の質問にお答

えいたします。 

初めに、学校給食についてでありますが、

給食への野菜などの食材の供給につきまして

は、市場での流通量や生産者のストック量、

形状等で出荷できない関係で廃棄されること

が多い、こうした食材を活用することは、安

心・安全な地元の野菜等の食材を確保するこ

と、さらにはコスト削減が期待されますので、

今後こうした食材の安定供給の仕組みが継続

的に確保・構築されるか等含めまして、ＪＡ

や生産者等からの話を聞きながら、調査研究

してまいりたいと考えております。 

次に、スピード壁の整備についてでありま

すが、屋外にスピード壁を設置した場合、特

殊な構造のため、冬期間の積雪や寒冷による

壁の劣化などへの対応が予測されること、リ

ード、ボルタリング、スピードの３種目の複

合競技により行われる2020年東京オリンピッ

クの次に開催予定のパリオリンピックでは、

スピード１種目とリード、ボルタリング２種

目による複合競技に変更になるとの報道がさ

れており、またパリオリンピック後、それぞ

れの種目による単一競技に変更になることに

より、これまで国内ではほとんど行われてい

なかったスピード競技の需要が減少すると予

測されているところでございます。 

このことから、教育委員会といたしまして

は、既存設備を活用しつつ、スピード競技の

動向を注視しながら、利用増に向けてクラウ

ドファンディングの手法等も含めまして、さ

まざまな検討をしてまいりたいと考えており

ます。 

現在設置しているパネルにつきましては、

劣化が進み、ホールドが固定できない部分も

出てきており、利用者から更新してほしいと

の声もあり、利用者の安全に配慮する観点か

ら、財源の確保に進めてまいりたいと考えて

おります。 

また、市外からの利用者増に向けた宿泊施

設の確保についてありますが、多目的宿泊施

設「トマーレびばい」は、需要期には、他の

利用者によって予約が取りづらいことから、

現在、市長部局で組織化を検討しているＤＭ

Ｏの取り組みの中で、必要な対応をしてまい

りたいと考えております。 

●議長小関勝教君 12番、土井敏興議員。 
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●12番土井敏興議員 いまほど、自転車に関

することについて、どういった条例がふさわ

しいか、そのことについて考えていきたいと

いうことで、改めて延期として取らせていた

だきたいと思いますけれども、そういった答

えをいただき、やはり北海道に条例があると

しても、それも北海道全体の条例ということ

でありますから、それをさして、美唄にどれ

だけマッチするかということになると十分網

羅できない部分があるかと思っているところ

でありますので、少し時間をかけて結構だと

思いますけれども、やはり、先程申し上げま

したように、美唄市民のことを強く思われる

のであれば、美唄にふさわしい条例づくりに

ついて邁進していただきたいと、このことを

強く要望させていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 

●議長小関勝教君 以上で一般質問を終わり

ます。 

これをもって、本日の日程は全部終了いた

しました。 

本日はこれをもって散会いたします。 

 

午後 １ 時４６分 散会 
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